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講演者プロフィール （敬称略） 
 

 

池谷奉文 

（財）日本生態系協会 会長 

 
美しい国づくり、まちづくりの政策を提案するシンク

タンク、（財）日本生態系協会の会長。ほか国土交

通省国土審議会特別委員、環境省自然再生専門

家会議委員、河川水辺の国勢調査アドバイザー、

（社）日本ナショナル・トラスト協会副会長などを務

める。主な著書に、『環境を守る最新知識 第２

版』（信山社）、『ビオトープネットワーク―都市・農

村・自然の新秩序―』(ぎょうせい)などがある。獣医

師。 

 

 

 

 

ヤン・イェンセン   

デンマーク環境省森林自然庁 生物学者 

Jan Steinbring Jensen  

Biologist, Danish Forest and Nature Agency, Ministry of the Environment 
１ 

 

 

オーフス大学卒業後、１９８６年よりオーフス大学植物

研究所に勤務。その後、魚類養殖の専門家として、

北ユトランド郡政府、リーベ郡政府勤務を経て、1998

年連邦環境省入省、河川行政専門官として活躍。１

９９９年より５年間、同省森林自然庁にて水枠組み指

令、生息地指令の実行に尽力。２００５年より、ハウテ

ィングとサケの管理計画の実施やワッデン海の規制

管理を担当する傍ら、国家規模の河川再生事業で

ある「ハウティング・プロジェクト」に取り組んでいる。

釣り、バードウォッチングなどが趣味。 
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ハラルド・デネケン    

ドイツ カールスルーエ市 第一副市長   

Harald Denecken Erster Bürgermeister, City of Karlsruhe, Germany 
１ 

 

シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州生まれ。１０歳の

時カールスルーエ市に移住。カールスルーエ教育大

学にて、スポーツ学、政治学などを専攻。１９７６年よ

り５年間、連邦政府の委託により、開発途上国救援

隊として妻と３人の息子とともに南米ペルーに滞在。

学校スポーツ教育の発展に従事。１９８１年、カール

スルーエに戻り教鞭を執る。１９８９年市議会議員に

選任。１９９９年副市長に就任。２００８年第１副市長と

なる。 •青少年 社会・学校教育などを担当。このほか

ドイツオリンピック同盟会長などとして活躍。 

 

 

山田雅雄     

名古屋市 副市長 

 
１９７１年東京大学工学部を卒業し、２００７年４月より

名古屋市副市長となる。担当は上下水道の各種施

策に始まり、住宅・都市の基盤づくり、環境、緑あふ

れる街並みの構築、より便利な公共交通の整備、と

主にハード面を扱っている。１９７１年に名古屋市の

上下水道局に技師として入庁し、１９９８年に総務局

の企画部課長、部長を経て２００３年に直近の上下

水道局長となる。趣味は、分野を問わず多くの方と

語り合い新しいことを知ること、散歩、お酒（特に赤

ワイン）。市内を流れる堀川を眺めながら近くの公園

を歩くのが日課。 

 

イラスト せしもあき 
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開会挨拶 

 
 
 
財団法人日本生態系協会 副会長 

今村信大 
 

 

皆様こんにちは。財団法人日本生態系協会

副会長の今村信大でございます。開会にあたり、

主催者を代表いたしまして一言ご挨拶をさせて

いただきます。 

本日は、国際フォーラム「世界のまちはかわる

－川の再生と洪水・生きもの・やすらぎ－」を開

催いたしましたところ、このように大勢の方々にご

参加をいただきまして、まことにありがとうござい

ました。 

また、開催にあたりましては、国土交通省、農

林水産省、環境省、ドイツ連邦共和国大使館、

東京都建設局、全国知事会、全国市長会、全国

町村会、社団法人日本都市計画学会、社団法

人土木学会、自治体学会、日本ビオトープ管理

士会、そして、マスコミ各社よりご後援をいただき

ました。この場をお借りしまして、心より御礼申し

上げます。 

今、地球温暖化や生物多様性の喪失など、私

たち人類の生存の土台をゆるがす環境問題が

深刻になっています。先頃、２０４０年までに北極

の氷が全て溶けるという研究発表がありました。

また、スペインで行われた IUCN の世界自然保

護会議では、地球上のほ乳類の実に4分の 1が

絶滅の危機に瀕しているということが明らかにな

りました。こういった問題の原因になっている二

酸化炭素の排出、そして、野生の生きものやそ

の生息の場である自然環境の破壊は、私たちの

生活と密接に関わっています。 

このことから、私たちの暮らしの場である都市

を見直して、自然との共存を基本とした都市に再

生していくということが求められています。日本の

都市はこの１００年の間に急激に拡大しました。

高度経済成長期には、人口が都市に集中すると

ともに、生活スタイルが変化したことから、急速に

都市化が進みました。それによって都市を流れ

る川は、その姿を大きく変えていきました。 

童謡に歌われている「春の小川」は、今や都

市の裏側にひっそりと追いやられ、人々との関わ

りを失い、子どもたちをはじめ私たちの生活から

遠い存在となってしまいました。 

そこで、日本生態系協会は、川と人のつながり

を回復するために、そして、川の再生を通じて、

自然と共存した都市の再生を実現するために、

本日このフォーラムを開催することにいたしまし

た。川の自然再生は、今や世界の流れとなって

います。様々な国や地域で、しっかりとした法制

度を整備し、それに基づいて都市を流れる川に

自然をとりもどす取り組みが進められています。 

本日は、ＥＵ諸国であるデンマークとドイツよ

りお二人の講演者においでいただいています。

デンマーク環境省のヤン・イェンセンさんには、

デンマークにおける国家規模の自然再生プロ

ジェクトと都市河川の再生プロジェクトの２つの

事例に焦点を当てながら、ＥＵの法制度などに
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ついてもご紹介いただきます。ヨーロッパが、今

までの川の管理から大きく転換した背景なども

含めてお話していただきます。 

また、ドイツからお越しいただいたカールスル

ーエ市のハラルド・デネケン第一副市長には、約

３０年前に、世界に先駆けてカールスルーエ市

が行った市内の２河川の自然再生の取り組みに

ついて、生物多様性の保全の観点や、教育的な

意義にもふれながら、ご紹介していただく予定で

す。 

さらに、名古屋よりおいでいただいた山田雅

雄副市長より、２０１０年１０月開催予定の生物

多様性条約第１０回締約国会議への意気込み

なども含めて、名古屋市の川の再生や生物多

様性保全の取り組みについてご紹介いただくこ

とになっております。 

本日、この会場には、全国各地のくにづくり・

まちづくりのリーダーの方々、そして、議員の皆

様、行政の皆様、企業の皆様、ＮＰＯの皆様と、

まちづくり、かわづくりに関わりの深い、様々なお

立場のまことにたくさんの方々にお集まりいただ

いています。 

皆様のご来場に感謝申し上げますとともに、こ

の国際フォーラムが、日本の都市河川の自然再

生の取り組みのさらなる弾みとなること、ならびに、

そのことを通じて自然と共存した都市づくりがま

すますこの日本においても進みますよう強く願い

つつ、簡単ではございますが、開会の挨拶とさ

せていただきます。 

ありがとうございました。 
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基調講演  

都市河川の自然再生における世界の動向 

 

 

（財）日本生態系協会 会長  

池谷奉文 
 

 

こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりました池

谷でございます。本日は、大変お忙しいなかを

多数お集まりいただきありがとうございました。 

今日のフォーラムのタイトルは、「世界の都市

（まち）はかわる」ということでございますが、昨日

新聞を見ておりましたら、日本の二酸化炭素の

排出量が過去最高になったと出ておりました。国

際的な約束では、日本は１９９０年レベルよりも

６％下げるということになっています。しかし、現

状はその逆に動いているわけでございます。私

はこの４０年間、日本の現状をつぶさに見てまい

りました。欧米諸国の取り組みを視察する機会も

よくあります。また、ヨーロッパとアメリカにある事

務所を通じて、欧米の最新の情報を収集してき

ました。先進国と呼ばれる国々の様子を眺めて

きたなかで感じることは、少なくとも先進国のなか

で、日本という国は、まちづくり、国づくりというも

のをちょっと違ったかたちで行ってきてしまった

のではないかということです。 

戦後の２０年間ぐらいは、大戦の後の復興とい

うことで、しゃにむに経済復興をするというのは

分からなくはないわけでございます。けれども、

その後の２～３０年間は、かなり世界の動きとは

違ったなという感じがするわけでございます。１９

９２年にリオデジャネイロで地球サミットが開催さ

れました。日本もそこに参加して、持続可能な社

会をつくるのだということを約束したわけです。も

ちろん日本もそれを約束した国の一つです。け

れども、日本は持続可能な社会という状態に至

っていない、どうも、持続不可能な社会に向かっ

ているという気がしてならないわけでございま

す。 

では、持続可能な社会というものは一体何な

のだろうか。我々の社会は、いろいろな物資、と

くに燃料関係によって今まで支えられてきました。

ちょうど今から２００年以上前の１７７４年に、ワット

が石炭エンジンを開発しました。そこから、石炭

というものを使って社会は大きく発展しました。そ

の後約１００年経って、ダイムラーとベンツが石油

エンジンを開発しました。そして、それから約１０

０年。石炭にプラスして石油も使って、大変豊か

な生活をして今に至ったというわけです。 

約２００年間石炭を使い、石油を１００年使って

きた。この石炭、石油ですが、それではまだどれ

だけあるのだろう、ウランもどれだけ使えるのだろ

うかということですが、今の調子で使いますと、あ

と５０年分もないということが分かっています。し

たがって、これをもっと先まで使えるようにしなけ

ればいけません。せめて２００年から５００年先ま

でもたせるようにしたい。これが持続可能な社会

というわけでございます。国のあり方、まちのあり

方、我々の生活のあり方を根本的に変える必要

があるということでございます。 

先ほど、１９９２年のリオデジャネイロの地球サ
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ミットのお話をしましたが、それより２０年前の１９７

２年に、ストックホルムで国連人間環境会議が行

われました。すでにこの時点で、成長の限界、つ

まり同じスピードで成長し続けてはだめだ、成長

には限界があるということが提唱されたわけです。

そして、１９９２年の地球サミットで、発展のあり方

を持続可能なかたちに世界全体で変えていこう

ということになったわけでございます。そういうな

かで、日本は残念ながら、いまだもってその方向

に動いていないということで、それは一体なぜな

のかということになるわけでございます。 

今日のこのフォーラムでは、都市の自然再生

につきまして川が中心テーマとなっておりますが、

別に川だけを自然復元しようということではござ

いません。都市のどこから手をつけたらいいかを

考えるとき、川が一番いろいろなものが入ってく

る場所でございますので、その軸となる川の自然

再生から始めて、それからまち全体、国全体を

改善して、自然と共存した美しい日本を取り戻し

ていく。こういうことが必要だろうというふうに思っ

ているわけでございます。 

持続可能な社会とは何か。簡単に言いますと、

生態系と経済の両立ということになるわけでござ

います。まず、自然生態系。これは将来世代の

基本財産です。ですから、この将来世代の財産

である自然生態系をきちんと守っていくということ

が重要です。そして、我々の生存の基になります

経済をどう活性化するかということも重要です。こ

の二つを両立させる必要があるわけです。日本

の場合には、経済の方向に主要な力がかかって

おりまして、将来世代の基本財産である自然生

態系の方には、まだまだ目が行っていないという

状況になっています。 

とくに今、日本で環境問題と言いますと、二酸

化炭素の排出がどうかという話が多いわけでご

ざいますが、二酸化炭素の問題はつまりはゴミ

の問題なのでございます。基本的には、自然生

態系から得られる資源というものを使って、ゴミを

出すということでございます。地球には、一つの

法則として、エントロピーとも言いますが、熱力学

の第２法則というのがございます。この法則は、

つまり、つくったものはすべてゴミになるという、こ

ういう簡単明快なことでございます。自然生態系

を利用して、大量のモノをつくります。大量のモノ

をつくったことによって、二酸化炭素というゴミが

大量に出ているということでございます。それに

よって発生した二酸化炭素が大きな問題を起こ

すので、これを減らさなければならないということ

になるわけです。しかし、一番重要なことは、大

本にある自然生態系をきちんと守るということで

あります。それを実行すれば、二つ目の二酸化

炭素の問題も減ってくるということでございます。

二酸化炭素だけを技術的に減らそうというのは

無理があります。例えば、二酸化炭素を海底に

埋めるという考え方もあるようですが、決して二酸

化炭素を減らすための完璧な方法、最善の方法

だというふうには思えないわけです。 

このようなことをふまえて、日本が自然と共存

した持続可能な社会であるかということを見てみ

たいと思います。例えば、日本の国土全体に対

して、健全な自然生態系がどのくらいを占めるか

といいますと、たった１９％しかないわけです。日

本はほとんどの自然を壊してきてしまった。した

がって、それらをどう取り戻していくかというのが、

今日の日本の最大の課題になっているわけでご

ざいます。東京都内を見渡してみても、自然環

境などはほとんどないわけです。とくに都心部な

どは、人だけ住んでいればいいのではないか、

郊外に少し自然があればいいのではないか、こ

のような感じでまちづくりが行われている印象で

す。しかし、自然生態系の側面から見ると、そう

いうことは許されません。というのは、自然生態系

には、それぞれの地域特性があるのです。地域

毎に、遺伝子が違うわけですから、郊外に自然
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があればよいというものではありません。まちのど

真ん中にも、やはり自然環境がなくてはならない

ということです。 

このことをきちんとふまえながら、世界ではど

のようなことをやっているかということになります。

後ほどＥＵのデンマーク、ドイツの方々にお話を

願いますが、ＥＵの基本的な考え方といたしまし

て、「基本憲章」という、日本で言う憲法にあたる

ものがございます。その３７条に「持続可能な社

会を目指す」ということがきちんと書いてあるわけ

です。ＥＵは、持続可能な社会を目指すのだと

いう、方向性を明確に示すということは非常に重

要でございます。それと比較して、日本にはまだ

そういった姿勢がはっきり見られません。 

ＥＵではこの基本憲章などをふまえまして、野

鳥指令ですとか、生息地指令、ナトゥーラ２０００

など、いろいろな法令ができました。水関係です

と、２０００年の水枠組み指令というものが発令さ

れました。これは、川を生態的に良好な状態に

戻すことを各加盟国に求めているわけでござい

ます。また、昨年発令されました洪水指令をみて

みますと、洪水というものは必ず起こるものだ、堤

防とダムで守りきれるものではないのだ、という前

提に立っています。そのうえで、これからのまち

づくり、国づくりをどのようにすべきかということを

言っているわけです。まだ日本は、ダムと堤防で

何とか守れるのではないか、そういう夢を描いて

いるわけですが、現実にはそうはいかないだろう

と、海外などでは言われています。 

また、別の重要なこととして、堤防にしろ、ダム

にしろ、造ったものはすべてゴミになるということ

でございます。もちろん、いきなりゴミになるわけ

ではありません。完成した瞬間は一番よい状態

ですが、それから劣化してまいります。劣化にと

もない維持管理費がかかってきます。年月を経

る毎に維持管理費はだんだん多額になっていき

ます。そして、いよいよ維持管理費が払えきれな

くなったときに、ゴミに変わるということでございま

す。例えば、ダムというのは、我々とって大変よ

い面があります。治水、利水などの点から、よい

面も多々あるわけでございます。しかし、あれが

ゴミになったときに、そのゴミの処理は誰がどのよ

うにするつもりなのでしょうか。残念ながら、我々

の世代はその答えをもっていない。つまり、将来

世代にあのゴミの処理をさせることになるわけで

す。それを土台として、今我々はそのダムの恩

恵を得て豊かな生活をしています。そういったも

のが、将来世代、孫子の役に立つとは思えない

わけです。今の川の管理のあり方というものも、も

うそろそろ根本的に、変える必要があるのではな

いかと思います。 

アメリカでもいくつかの法律を改正して、いろ

いろな川の自然再生を行っています。とくに、１９

９３年のミシシッピ川の大氾濫以降、さらに本格

的に行われるようになりました。あの大氾濫が発

生したとき、ミシシッピ川の堤防は、２００年から５

００年に一度の洪水に耐えられるという設定の堤

防だったのです。日本の堤防は、通常一番大き

い堤防でも２００年堤防となっています。したがっ

て、２００年に一度規模以上の洪水が発生すると

氾濫することになります。アメリカのミシシッピ川

では、かなりの部分で５００年堤防を整備してい

ました。しかし、その５００年堤防でさえも決壊し

たわけです。それではどのくらいの規模の堤防

を造れば、洪水は予防できるのか。実は、それ

は難しいということをアメリカ政府も気がついたわ

けです。そのことから、これを契機にアメリカ政府

は、氾濫原の土地を買い取って移住してもらうバ

イアウト政策などの取り組みを始動しました。氾

濫原に住んでいる人たち、また氾濫原にある町

ごと全部引っ越してもらうといった大がかりな事

業が進んでいます。結果として、自然の川は自

然に戻そうではないか、というふうなことになって

いるわけでございます。 
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それから、アジアのなかの動きとして、最近そ

ういった方向性をもった国づくりを始めましたの

が、お隣の韓国でございます。韓国も２００３年に

国のあり方の基本となる法律である国土法の改

正を行いました。このなかで、「国土の持続可能

な発展、これが韓国の姿である」ということをしっ

かりとうたったわけであります。それをふまえまし

て、環境神話的な国土の管理という具体的な方

策が出てまいりました。そのようななか、現在の

大統領、当時のソウル市長であったイ・ミョンバク

氏が、暗渠化されていたチョンゲ川を見て、高速

道路を上に通して、暗い中に押し込めるというの

は、川のあり方としておかしいのではないかとお

っしゃったわけです。そういうことで、皆さんもご

存じのこことは思いますが、ソウル市の中心を流

れるチョンゲ川の再生を行ったわけです。実は

そのときに、市民の反対もかなりあったそうです

が、それを押し切って、高速道路を取り除いて川

の再生をしたわけです。チョンゲ川の再生作業

が終わってみると、ソウル市民の９５％が大賛成

でした。大変よいことをやってくれたということで、

その勢いという面もあって、大統領に立候補され

ました。これをきっかけに、市民は自然再生を望

んでいる、自然再生は票が集まるということで、

韓国でも自然再生の時代を迎えています。今、 

 

 

 

図－１ 

ソウル市内で、別の六つの河川において自然再

生事業が行われています。 

さて、東京はいくつの川で自然再生を行って

いますでしょうか。再来年、ＣＯＰ１０が名古屋で

行われます。自然の再生や、生物多様性の保全

に対する日本全国のまちまちの真剣な姿を世界

にどのように見せることができますでしょうか。世

界は注目しているわけでございます。 

そこで、日本の現状と世界が何をやっている

のかについて、スライドを見ながらお話をさせて

もらいたいと思います。これは、イギリスのバッキ

ンガム宮殿の前に立っている衛兵さんです。な

ぜイギリスの写真をお見せしたかと言いますと、

ワットの石炭エンジンが、１７７４年にイギリスで開

発されたからです。この頃から太陽エネルギー

だけを使っていた時代から、地下資源、とりわけ

石炭を使う時代が始まるわけです。これが公害

の原点とも言えます（図－１）。２００年と少し前に

なりますが、まさに、公害というものがここから始

まっているわけでございます。これはスティーブ

ンソンが１８０９年に発明いたしました、石炭エン

ジンの機関車です。これを契機に、新たな交通

機関として鉄道が発達し、世界中にその鉄道網

が拡がっていくということになります。 

これは１８８３年に開発されたガソリンエンジン

で 

 

 

図－２ 
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です（図－２）。これはあのダイムラーとベンツが

発明したものです。石炭が使われ始めたのがこ

の１００年ほど前からで、そこに今度は石油が加

わり、それが大量に使われるようになりました。そ

して、いよいよ車の大量生産、大量消費が始まり

ますが、そのきっかけとなったのが、このＴ型フォ

ード。１９０９年にアメリカで開発されたわけです

が、これによって世界中に大変便利で豊かな生

活がもたらされたということでございます。 

現在、我々は大変豊かな生活をしています。

何でもスピーディーで、便利は便利なのでござ

いますが、これを支えているエネルギーの大本

は何か。基本的には、石炭と石油で、一部ウラン

もありますが、こういった地下資源を使って動い

ているわけです。これがもちろん、数千年間にわ

たって使い続けることができるのであれば全く問

題ないわけであります。しかし残念ながら、そうは

いかない。あと５０年ももたないのではないかとい

うことになってきたわけです。しかも地下資源とい

うものは、現代世代である我々だけが使うもので

はなくて、将来世代の人たちも末永く使うもので

す。したがって、我々は、将来世代の人たちのた

めにこの使い方を変えなければいけない。これ

がまさしく持続可能な社会を築くということになり

ます。 

これはＪＲ東海の新幹線「のぞみ」のポスター

です。「ニッポンにのぞみあり」と言っています。

しかし、持続可能な社会を目指そうとしているな

かで、こういったものには望みはないわけでござ

います。これが日本の現状でございます。 

そのような現代の社会を表したのがこの図で

ございます（図－３）。我々の生存基盤でござい

ます自然生態系、この自然生態系を資源という

見方からしますと、生物資源、つまり遺伝子資源

と地下資源に分けられます。今の世のなかは、こ

れらの資源を大量に破壊をしながら、第１次産

業で大量生産し、それから大量に地下資源を使

って、それらを第２次産業で大量に加工し、第１

次産業、第２次産業で大量生産したそれらの製

品を、今度は第３次産業で大量に流通し、大量

に消費します。日本は、国内だけでは足りずに、

外国から大量のものを輸入する。つまり、先ほど

言いましたように、つくったもの、輸入したものは、

全部最終的にゴミになりますから、こういったサイ

クルを経て大量のゴミが出ます。 

これが、二酸化炭素をはじめとする、地球温

暖化を起こすゴミの問題ということになります。し

かし、環境問題は、地球温暖化だけではありま

せん。言うなればこれは二つ目の問題です。一

番の問題は、自然生態系の破壊です。これをど

うするかということが、再来年に開催されるＣＯＰ

１０の大きな課題でございます。そして次に、この

二酸化炭素の問題ということになります。とかく日

本では、この二酸化炭素だけをなんとか始末し

ようということで、とりあえず地中に埋めておくとい

うことをするのです。 

持続可能な社会というのは、我々の生存基盤

である自然生態系の５要素が、健全に維持され

ている状況をいいます。この５要素は、太陽光線

と大気と水と土、野生の生きものです。土には、

土壌と地下資源がございます。それをきちんと守

るということが肝心です。そのためには、第１次産

業も、 

 

 

図－３ 
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業も、自然と共存するかたちに変える必要があり

ます（図－４））。そうすると、当然、生産性は下が

るということになりますが、それが第１次産業を持

続可能な農業、持続可能な林業、持続可能な

漁業へと変えていくということであります。 

最近よく聞かれるサンマを捕りすぎるということ、

これはまさしく持続不可能な漁業だということに

なります。林業も同じで、日本の山を見ますと一

応緑はあるのですが、大半がスギ、ヒノキの単純

林でございます。これは自然とはいえません。自

然を破壊して、スギ、ヒノキを植えたのです。緑は

あるのですが、実は、人間の生存基盤は守られ

ていないということが分かるわけでございます。と

くに最近の田んぼなども、圃場整備で大変なお

金を使って膨大な自然破壊をしてきたという現実

がございます。それを大きく変えていく必要があ

ります。 

それとともに、これから地下資源というものが

枯渇してまいります。したがって、第２次産業も縮

小していく時代だということになってまいります。

人々の移動も、公共交通と徒歩と自転車の時代

になる。これから今のようなかたちの自動車の時

代は終わっていくということが分かるわけです。 

また、輸出入というものも極力減らしていく。可

能であれば、８０％くらいの自給率を保つ必要が

あ 

 

 

図－４ 

あるのだろうと言われております。我々としても、

極力質素な生活をして、子どもたちを多くの自然

のなかで遊ばせる、つまり自然体験をさせること

によって、思いやり、体力、精神力がしっかりと養

われるということが分かっています。この子どもた

ちに自然体験をさせてやる場をつくる、将来世

代の遺伝子も残してやると、自ずとゴミも減ってく

る。これが持続可能な社会です。どのようにして、

最小限のショックで、この状態にまでもっていくか。

まさしく、生態系と経済の両立をどう図るかという

ことになります。 

これが自然生態系を示した模式図でございま

す（図－５）。自然生態系は、太陽光線と大気と

水と土と多くの野生生物で成り立っています。こ

れらが健全でいるかどうかは、多くの野生生物が

生息しているかどうかで分かります。とくに、この

高次消費者に位置する鳥類で言えばタカやフク

ロウが生息できているかです。この高次消費者

は、海で言いますとサメやシャチ、クジラなどで

す。こういったものが、きちんと生息しているかど

うかで、その地域の生態系が健全であるかどうか

が概略分かります。再自然化をしても、タカやフ

クロウが棲んでいなければ、この生態系は健全

ではないということになるわけでございます。 

そういった目から見ますと、例えば、このすぐ

近く 

 

 

図－５ 
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近くにございます明治神宮。あれは約９０年前

に人工的につくった森でございます。今では大

変雄壮な素晴らしい森になって、あれは素晴ら

しい自然だというふうに言いたくなるわけでござ

います。しかし、あれは実は全国から持ってきた

苗木を植えておりますので、在来の樹木と比べ

ますと遺伝子的には大きな問題があるということ

になります。また、構造を見ましてもお分かりのよ

うに、森のなかに細かい道がたくさんあります。し

たがって、生態系としての機能も十分果たせま

せん。このことから、タカやフクロウが生息できな

いのです。あのような森のあり方は、将来世代に

引き継ぐ自然という観点からはあまり意味がない

ということになります。将来世代に対してどういう

自然を残してやるか、そういう生態系を渡してや

るかということをしっかりと考えて森づくりをしてい

くことが重要です。 

生態系というのは断面を見ますとこうなってお

ります。土の上に乗っかっているわけです（図－

６）。つまり、自然生態系を守るということは、土地

利用をどうするかということになります。どこを将

来世代のために残し、どこを我々が使わせてもら

えますか、ということを考えて土地利用を行わな

ければならないということです。これは自然生態

系を守るための土地利用の原則です。自然豊か

け 

 

 

図－６ 

な土地は、狭いよりも、できるだけ広く残した方が

いい。同じ面積なら、一つにまとまっていた方が

いい。バラバラならくっつけた方がいい。できれ

ば繋いだ方がいい。形は円形がいいということで

す。自然をかたまりで残して、繋いでいくというこ

とが大事です。どの自然を拠点として残して、そ

れらをどう繋いでいくのか、そのことをしっかりとし

たビジョンをもってやるということが、大きな意味

をもつことになります。 

それを端的に表したものとして、ドイツの考え

方を示したものがございます（図－７）。生きもの

の生息空間をビオトープと言いますが、これがタ

カやフクロウが棲める場所、ビオトープです。シ

ジュウカラのビオトープ。トンボのビオトープ。こ

れらを繋いでいったもの、それがビオトープ・ネッ

トワークです。英語で言いますとエコロジカル・ネ

ットワークで、同じ考え方でございます。こういっ

た自然をかたまりで残して繋いでいく。かたまり

で残す一級の自然というのは、基本的に高次消

費者がずっと棲み続けていけることが基準になり

ます。それをヨーロッパでは、ヨーロッパ全体で

実行しようとしているわけです。これについては、

後ほどお二方からお話があるところでございま

す。 

同様のことがアメリカでも取り組まれています。 

 

 

 

図－７ 
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全部の州でやっているわけではありませんが、な

かでも大変進んでいるのがフロリダ州でございま

す。これはフロリダの現状を示した地図でござい

ます（図－８）。エバー・グレイズがこの辺にござ

います。グリーンの所が自然環境を表しています。

それらの部分を抜き出しますとこのようになります。

フロリダも相当に自然を破壊してしまいました。そ

の要因としてとくに大きいのが農業です。加えて

最近では、都市開発によって多くの自然を失っ

たという現実がございます。その現実を踏まえて、

１０年後には自然をこのくらいに戻していきたい。

１００年後には、こんな具合に戻したいとしている

わけです（図－９）。 

持続可能な社会を築くためには、理想として

は、地域の６０％以上を自然環境として残すよう

な土地利用を行う。これが国際的な考え方でご

ざいます。例えば、東京都が、持続可能な東京

を目指そうと考えた場合、東京都の６０％以上を

自然環境として残すということになります。大変な

ことですが、持続可能な社会をつくるには、こう

いった考えをもって進むことが大切です。しかし、

日本ではそういった考え方をもつことなく、今ま

でやって来たという現状があります。 

持続可能な社会をつくるという確固とした目標

のもとに、国づくりを行っている国が東洋にもご

ざ 

 

 

図－８ 

ざいます。ブータンという国でございます。自然

をかたまりで残して、繋いでいくということをしっ

かりと国策として実行しているわけです。こういっ

た環境保全の取り組みが認められ、３年前に国

連「地球大賞」を受賞しました。 

ブータンの憲法には、少なくとも国土の６０％

を自然環境として、これからもずっと残していくの

だということが書かれています。これが憲法の本

来の姿なのではないでしょうか。国のあり方を示

す憲法に、しっかりと自然環境の保護について、

つまり自然生態系を残すということが書いてある

わけです。非常に進んだ憲法であり、すばらしい

国でございます。日本もやがてそのようなことを

考える必要があるのではないかと思うわけでござ

います。 

ブータンに行きますと、このような絵がどこにで

も貼ってあるわけです。この白いゾウとサル、ウサ

ギ、鳥がいる絵です（図－１０）。この絵が何を意

味しているのかと言いますと、ゾウさんが、「高い

所の実は僕の鼻があるから採れるんだよ」と言っ

た。すると、このおサルさんが、「もっと高い所に

実があるけれど、その実は僕がいるから採れるん

だよ」と言った。すると今度はこのウサギさんが、

「いや、いや、この木が芽を出した時に、周りの

草を食べたのは私だ。だから今、木が大きくなっ

た 

 

 

図－９ 
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ているんだよ」と言った。そうすると、鳥さんが、

「いや、いや、いや、その木の種を運んで来たの

は私なのだ」と言って、お互いに自分が所有者

であることを主張しました。そこで木が「私がいな

ければ、君たちは実が食べられないのだ」といっ

た。これだけの話なのです。しかし、共存の思想

を分かりやすく表わしています。それぞれが、そ

れぞれにいていいのだ。無駄なものは何もない。

それぞれがいなければだめなのだ。私は要るが、

おまえは要らないというものではない。それぞれ

が要る。これが共存の思想です。これが２１世紀

の世界の思想を形づくる原点になるのではない

かということで、ブータンは今世界から大変な注

目を集めています。 

２０世紀は、非常に戦争が多い世紀でござい

ました。これは、やはりその中心の思想として、こ

ういった共存の思想という概念をもっていなかっ

たからではないかと思います。自分さえよければ

いい、おまえは要らない。こういうことが多くの問

題を起こしたのではないかという反省があります。

２１世紀の思想は共存の思想だろうと、言われて

いる所以はこれでございます。そういった意味で

２１世紀は、東洋の時代になるのではないかと言

われています。その東洋の時代になると言われ

たときに、では日本国民もそこに入れてもらえる

て 

 

図－１０ 

かと言いますと、残念ながら今のままでは難しい

と思うわけでございます。しかし、こういった思想

は、我々日本人の心のなかにもちゃんとあります。

したがって、それを大事にしていけば、日本も大

変よい国になっていくだろうと思います。そうして

２１世紀を我々の時代にしたいと思うわけでござ

います。 

自然生態系を守るということには、原理原則が

ございます。開発をする場合には、自然と共存

できるかたちで行うということです。自然生態系を

大きく改変する、破壊するようなやり方で行って

はいけないということです。例えば、ここにこうい

った自然生態系があった。しかし、開発は必要

ですからということでここを開発する。タカやフク

ロウがギリギリ生息できる環境を壊しますと、まだ

多くの自然が残っているにも関わらず大きな損

害になります。ここを壊したことによって、ここに

棲んでいたチョウや虫たちが死に、これを食べて

いたカマキリが死に、これを食べていた野鳥たち

が死に、数少ないタカやフクロウなどの高次消費

者が棲めない、いなくなるという状況になります。

そして、生態系が大きく変わってしまうわけでご

ざいます。当然、開発する前に、開発がどうして

も必要かどうのを考えなければいけない。そして

もし、開発するのであれば、どこをどのように開発

い 

 

 

図－１１ 
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するのが一番問題ないかを事前に調査し、十分

検討する必要があります。 

また、こういった自然のかたまりの真ん中に道

路を通す、または建物を造る。このことによって

非常に多くの遺伝子、つまり将来世代の財産を

失うということになります（図－１１）。もし、ちょっと

迂回して道路を造ってもらえれば、これだけ多く

のものが生き続けられたわけです。しかし真ん中

を壊すことによって、これだけ多くの財産を失うと

いうことになります。残念ながら、日本では、自然

と共存した持続可能な開発の仕方ということにつ

いて、基本的な教育をほとんどしていないという

のが実情でございます。 

このため、どういうことになるかと言うと、細々と

残った自然の森の真ん中に道路を通すというこ

とが現実として起こります。壊したのはここだけで、

大した面積ではありません。しかし、真ん中を壊

したところに重大な意味があるわけです（図－１

２）。こういった開発が北海道から沖縄まで、いま

だに行われ続けています。当然のこととして、事

前にアセスメントを行って、将来世代に手渡す遺

伝子を守るために、どこに道路を通すのが最善

かを考えなければいけなかったのです。しかし、

将来世代のことが抜けてしまった結果こうなった 

ということです。 

 

 

 

図－１２ 

この写真は、同じ種類の動物にも、地域によっ

てそれぞれ異なる特性があるということを示した

ものです。これらはすべて日本にいるマイマイカ

ブリという一種類の昆虫です。これは北海道のマ

イマイカブリ、これは岩手県、それから千葉県、

岐阜県のものです。色、形、大きさが少しずつ違

っています。これが地域特性というものです。つ

まり、地域によって遺伝子が違うということです。

したがって、向こうのまちにあるから、もうこのまち

には自然はいらない。そうはいきません。それぞ

れの地域で、きちんと自然を守らなければダメだ

というわけです。 

それぞれの地域でそれぞれの自然を守るとい

う原則があるなかで、環境教育を受けてこなかっ

た無邪気な大人３人が、川のなかに入って魚を

放流しています（図－１３）。どういう魚を放流して

いるかと言いますと、アユでございます。どこのア

ユかと言いますと琵琶湖のアユなのです。関東

の川に、琵琶湖のアユを放す。とんでもないこと

でございます。しかし、全国で放流されているア

ユの６０％がこの琵琶湖のアユだということです。

アユの放流には大変多くの問題をはらんでいる

ということになります。ましてや、ブラックバスなど

の魚はもってのほかです。ブラックバスは、アメリ

カの魚でございます。このような魚は、日本の水

て 

 

 

図－１３ 
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域に絶対にいてはいけないものです。ところが、

これはごく普通のどこにでもある農業用のため池

なのですが、こういうところにもいるのです。しか

も、ここまでは道路が通じていないのです。した

がって、よほどのことがないと到達できないはず

の場所なのです。しかし、ここのため池の水を全

部抜いてみます。どうなるかと言いますと、これで

ございます。大きいのがブラックバスで、縞模様

がブルーギルでございます（図－１４）。そして、

ここに見えるのがウシガエルのオタマジャクシ。

すべてアメリカ産です。このため池にいた動物の

９９．９％がアメリカ産でございました。これでは日

本の遺伝子がどうの、将来世代に渡す自然がど

うのなど、全く議論にもならないということになる

わ 

 

 

図－１４ 

 

 

図－１５ 

わけでございます。 

そういうなかで、高く売れるからいい、珍しいか

らいいと言って、外国産のペットが横行していま

す。外国産のクワガタが、今もって平然と売られ

ています（図－１５）。通産省、経済産業省も、依

然としてそれを許可しています。元々いない外

来種をどんどん日本に輸入するのも困ったこと

ですが、問題はそればっかりではありません。そ

れらを捕られた地域の問題もあります。高額で売

れるということから、希少なクワガタが生息地の

国々でどんどん捕獲され減少している。大変な

問題を起こしているわけでございます。両方で問

題になっているのに、なぜ止めることができない

のでしょう。 

こういった外来種の問題も多くの自然環境を

失う大きな要因の一つですが、さらに大きな要因

として挙げられるのがやはり産業でございます。

まず、第１次産業である農林漁業ですが、農業、

林業といいますのは土壌を利用する産業なので

す（図－１６）。土壌は１ｃｍできるのに数百年か

かります。この土を利用するために、その上にい

る多くの野生生物を取り去ってしまい、そこにス

ギ、ヒノキを植える、これが林業です。イネやムギ

を植える、これが農業です。したがって、第１次

産業は当然、自然破壊ということになります。した

が 

 

 

図－１６ 
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がって、将来世代の遺伝子を守る、自然環境を

残す場所として、どこを確保して、どこをスギ、ヒノ

キを植える山にしますか、どこをイネやムギを植

える田んぼや畑にしますか、という線引きをしな

ければなりません。できれば６割は自然環境とし

て残さないと、持続可能な社会はできないので

ございます。 

しかし、現実はご覧のとおりです。日本の第１

次産業の基幹作業である水田の現状を見てみ

ますと、自然環境を残すなどという様子は、土地

利用のなかにほとんど見られません。ことごとく

破壊してしまっています。しかも、このイネという

種は、生物学的に見ると外来種でございます。

産業として使うのですからそれはそれでよろしい

のですが、外来種を植えているということには変

わりはありません。しかし、これが日本の伝統的

な自然であるなどと言われているというのは、と

んでもない話でございます。せめてこの半分はウ

ェットランド、湿地帯として残し、残りのどこを田ん

ぼとするかを決めて開発するべきだったのであり

ます。 

田んぼのなかでも、細々と自然が残っていた

のがこの農業用水路の縁でした（図－１７）。しか

し、近年、これに６兆１００億円というお金をかけ

て、土地改良事業が行われました。そしてこのよ

う 

 

 

図－１７ 

うな姿になったわけです（図－１８）。これで持続

可能な農業とは、到底言えないであろうと思うわ

けです。そのため多くの遺伝子が累々と死ぬと

いうことが起こりました。メダカがいない、カエル

がいない、トンボがいない、ホタルも飛ばない。

ほとんどの農地が現在こうなっています。そのう

え、中国などを笑えたものではないほど大量の

農薬が今もなお使われているのです。   

畑作も同じでございます。自然を破壊して、こ

のような畑地にした。もちろん、こういった農業も

ある程度必要でございます。しかし、それはまず

自然環境として残すところ、畑として使うところと

いう土地利用がきちんとできたうえでの話です。

加えて、農業のあり方にも問題がございます。土

壌がむき出しなのです。カバークロップで植えて

土壌を覆ってやらないと、土壌の侵食が進みま

す。風が吹くと多くの土壌が飛ぶわけでございま

す。どのくらい飛ぶかというと、この写真の場所で

は、たった２～３０年で１５ｃｍ以上の土壌が飛ん

でいるわけでございます。日本の土壌は平均３０

～５０ｃｍくらいしかないわけですから、半分くら

いが飛んでしまっている。日本の将来の食糧生

産は非常に危ないということになります。日本の

畑作も、持続可能な農業になっていないというこ

とが分かります。 

 

 

 

図－１８ 



■ 国際フォーラム 世界の都市(まち)はかわる 

 20

最近では、一極集中ということも手伝って、大

都市周辺では一級農地をつぶしてまちをつくる

ということが全国で起こっています（図－１９）。食

糧を国内で８０％以上は保たなければならない

時代が予見されるなかで、一級農地をこのような

かたちで壊していくということはあってはならない

ことだと思います。膨大な量の農地が失われて

いるのです。昔は６００万ｈａもあったのですが、

今は４７４万ｈａにまで減っているという状態にな

っています（図－２０）。日本の将来世代の食糧

は大丈夫なのかと、大変心配になるところでござ

います。 

これは一般的な日本の森林の様子です（図－

２１）。森林は森と林と書きます。森は自然の森

で、 

 

 

図－１９ 

 

 

図－２０ 

で、林というのは人工林です。これをご覧になる

とお分かりになりますように、一部は森ですが、こ

こも、ここも全部林、人工林でございます。全部

自然破壊をしたところでございます。野生生物は

ほとんどいません。この林のなかに入りましても、

野鳥の声はほとんどしないという状態です。これ

がその林のなか、スギ、ヒノキの単純林でござい

ます。生物の多様性があるようには見受けられま

せん。間伐などをして管理する必要があるので

すが、産業として成り立たせるには、費用がかか

りすぎて割が合わないというので、間伐もせず放

ったらかしという状態も多々あります。こういった

山が日本のあちこちにあるわけでございます。日

本の森林面積は国土の６０数％あるから、まだ日

本には自然がいっぱいあるという誤解があるの

ですが、実態としては、日本にはたった１９％し

か自然林はないのです。 

こういった人工林は、一種類を一度に植えま

すから、伐る時も一度に伐る、皆伐しますから、

その後はこのように土壌が剥き出しになり、雨な

どが降ると大量に流れるわけでございます（図－

２２）。そうすると多くの問題が起こります。このこと

は秋田県が証明していることですが、伐って植え

て、伐って植えてを繰り返し、ついに３回目にな

りますと、もう表土がなくて木が育たないというこ

と 

 

 

図－２１ 
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とが起こっています。日本の林業は採算に合わ

ないということが全国で発生していますが、それ

でもなお、こういった林道を整備する。また、それ

を守るために、渓流に砂防ダムを造るといったこ

とが行われているわけであります。 

海も同じでございます。本来であれば、例え

ば、この湾の６０％は自然の湾として残して、４

０％を利用させてもらおうという考えがありません

から、全部使ってしまおうということが起こります。

近海漁業も同じです。これはサンマ漁の写真で

すが、イワシ漁も同様で、あるだけすべて捕って

しまおうなどということが起こるのです。その結果、

現在日本海側のイワシはほぼゼロです（図－２

３）。太平洋側も捕り尽くしつつあります。これは、 

 

 

 

図－２２ 
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図－２３ 

決して人工のものではなく、天然のものなのです。

イワシ、サンマというものは、他の野生生物も食

べる権利があるわけです。それを根こそぎ捕って

来てしまうということがおこっています。 

遠洋漁業にも問題があります。マグロも日本近

海のものを資源を壊さない程度に捕るというのが、

本来の漁業のあり方だと思うのですが、残念な

がら、もう近海にはほとんどいないものですから、

クロアチアから輸入しています（図－２４）。地中

海を通って、スエズ運河を通って、紅海を通って、

インド洋を通って、東シナ海を通って、二酸化炭

素を猛烈に排出しながら、我々が食べる寿司の

ネタになっているわけです。国際的に日本は捕

り過ぎだと言われても、納得できることでございま

す。 

第２次産業も同じでございます。とにかく早く

捨てて、新しいものに買い換えろと言うわけです。

使い捨てを奨励している。これは、東京都のゴミ

捨て場を見に行ったときの写真ですが、係の人

が、「いやあ、もったいないですよね。全部使える

し、全部動きます」と言うのです。それでも絶える

ことなく、ものすごい勢いで、ゴミがダンプカーで

運ばれてまいります。 

例えば、建物などというものも、長持ちさせよう

と思ったら大変長持ちします。日本の伝統的建

築 

 

 

図－２４ 
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築物を見てください。法隆寺は１３００年経っても

堂々としているわけです。日本の木造住宅も同

様に１３００年保つように建てればいいですね。

ゴミなんて出ません。そういう文化がありながら、

使い捨てをするわけです。多くの自然の森が、ど

んどん破壊されていくということが起こるわけでご

ざいます。 

日本が木材として多く輸入したのが、東南アジ

アの熱帯雨林でございました。その自然がどうな

ったかご覧にいれましょう。これはパプアニュー

ギニアの大自然でございます。ここには、ゴクラク

チョウをはじめ、多様な野生の生きものの素晴ら

しい遺伝子がたくさんあった。それを利用して、

多くの方々が数千年の間、持続可能な社会を築

いて暮らしてきた（図－２５）。ここに日本の資本

が入ったわけです。そして、大自然をことごとく破

壊をいたしました（図－２６）。日本人が豊かな生

活ができればそれでいい、というわけにはまいり

ません。ここの人々はこれからどうすればいいの

かということです。 

第３次産業も同様でございます。大量にモノを

売って、とにかくいっぱい買ってくださいと言って

いるわけです。食べ物も安ければ、安いほどい

いじゃないかと言っています。では、このハンバ

ーグの肉はどこから来たのでしょう。このウシを食 

 

 

 

図－２５ 

べているのであります（図－２７）。このウシの立っ

ているのは、世界にわずかに残された原生的な

自然がある、ブラジルの一番奥地、パンタナー

ルの大自然のなかなのです。ここのウシの肉が

かなり日本に来ているのであります。このウシは

非常に強いウシでございます。手入れも何にも

いらない、放っておけば育つ。そのことによって、

自然が食い荒らされているわけです。 

建物をどんどん壊す、モノをどんどん捨てると

いうことは、当然のこととして多くの問題を起こし

ます。その一つが捨てる場所、捨て方の問題で

す。捨て場がないから焼いてしまおうということで、

二酸化炭素に変えて、世界中にばらまいている

わけです。今、日本中でそれを実践しています

か 

 

 

図－２６ 
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から、膨大な量の二酸化炭素が出ます。その結

果が昨日の新聞の記事でございます。二酸化炭

素の濃度が、石炭エンジンをワットが開発した約

２００年前あたりから高くなっています。それによ

って加速度的に気温が上がっています。その結

果として、アルプスの山の上の雪が溶けてしまい

ました。北極のイルリサットの雪や氷もほぼ溶け

てしまいました（図－２８）。氷山の高さが短期間

に１０数ｍも低くなってしまいました。１９７９年の

夏には、北極の氷はこの範囲まであった。しかし、

２００５年の夏にはここまで縮小した（図－２９）。

あと５年で全部溶けるだろうと言われているわけ

でございます。 

そういうなかで、日本はまだまだ公共事業とし

て 

 

 

図－２８ 

 

 

図－２９ 

て、さらに自動車道路を造ろうと言っているので

あります。これは第二東名高速道路です。こうい

ったものをもっと造ろうよと言っているわけです

（図－３０）。奥地の方まで、道路、道路でござい

ます。まだ足りないのでしょうか。日本の道路延

長は、国土面積当たりで、主要先進国のトップで

す。これでもまだ道路を造るという、この公共事

業のあり方には、問題があるだろうと思わざるを

得ません。 

河川の関係も同様です。こういった美しい山

の渓流に公共事業を入れると、このようなコンクリ

ートで固められた渓流ができあがります（図－３

１）。これが、将来のことを考えた公共事業なので

しょうか。こういった山あいのきれいな清流にダム 

 

 

 

図－３０ 
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を造りたいというのです。そして、こういったダム

ができます。ダムもやがてはゴミになるわけでご

ざいます。ダムには別の問題もあります。ダムは

上流で水を止めますから下流に水が行かなくな

ります。そのために、多くの生きものが累々と死

ぬということが起こっているわけであります。 

農村に行くと、こういった清流があります。この

ままにしておいても全く問題がないと思うのです

が、ここをどうしても公共事業で整備したいという

ことになる。村長さんに、なぜ整備したのですか

とうかがうと、俺の村も大変よくなったとおっしゃる

のです。そのよくなったものがこれです（図－３

２）。川を蛇行させればいいというものではないと

思うのです。持続可能な社会がどういうものか、

ご理解されていないのです。こういった農業用の

用排水路の整備が普通に行われています。 

日本には１０９の一級河川がございますが、１

０８の河川で堰を造ってしまいました。ないのは

四国の四万十川だけということでございます。堰

を造りますと、上流から流れてきた水が止まりま

すから、アオコが発生してしまう。アオコが発生い

たしますと、その水は飲めない。すると、国民は

自己防衛するわけです。どうするかというと、フラ

ンスのエビアンなど外国の水を飲むようになりま

す。水の豊かな国と言われてきた日本が、今は

も 

 

 

図－３２ 

世界一水を輸入している国だというのです。 

干潟の破壊も進んでいます。農地が余ってい

るのに、農地をつくるためにということで、多くの

生きものが生息する干潟を壊してしまいました。

これは諫早湾の干潟です（図－３３）。沖縄の干

潟もそうですし、日本の各地で今もって干潟の

開発が行われています。また、海岸線の多くも開

発が進んでいます。白砂青松などという美しい景

色が広がっていたはずですが、その約半分をコ

ンクリートで固めてしまいました。これで日本は観

光立国で行こうと言われてもどうするという話でご

ざいます。 

これが日本の都市の現状でございます。自然

をかたまりで残して、繋いでいくという、最低限の

ことすら実行されていません。つまり、こういった

まちは持続可能性がない。持続不可能なまちだ

と言えます。これらが全部ゴミになるわけです。ゴ

ミの処理はどうするつもりなのでしょう。 

これは、まちのなかを細々と流れている川で

す。このような川のなかにも、自然がわずかに残

っていました。せめてこれくらいはこのまま残した

らどうかと思うわけですが、役所はそれを許しま

せん。このようにコンクリートで覆って、万国旗を

飾って大喜びしているわけです。さらにここに、

サクラの木をたくさん植えて桜並木をつくりました 

 

 

 

図－３３ 
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（図－３４）。桜並木にはサクラ１種類しかありませ

ん。まさにモノカルチャーです。将来世代の財産

にはなりません。都市の川をコンクリートで固め

たら、さすがに周辺の市民の方々から、コンクリ

ートではなんとなく味気ないではないかという話

になりました。 

そういたしますと、「分かりました」ということで、

今度は役所が親水護岸にしました。しかしよく見

ると、これも全部コンクリートで固められていまし

て、実際には何も変わっていないということなの

です。それでもまあ一応池をつくって、生きもの

も必要だということになりました。そこで誘致した

生きものが、この石でできたカエルです（図－３

５）。このようなことを非常にまじめな顔をしてやっ

て 

 

 

図－３４ 

 

 

図－３５ 

ているわけです。 

まちのなかに入っていきますと、ある程度緑化

はされています。でもよく見てみますと、この街路

樹はイチョウにツツジと、たった２種類です。まさ

しくモノカルチャーです。この緑化では、持続可

能な社会はつくりようがありません。しかも、この

イチョウは日本のものではなく、中国からの外来

種です。このようなもので日本はどのようにして

持続可能な社会をつくろうというのでしょうか。 

そんななかでも、公園に行けば多少緑もあり

そうなものなのですが、野草など１本もありません。

野草には、我々の食料や医薬品をつくる素とな

る遺伝子資源がつまっているのです。しかし、野

草は雑草だから、取ってしまえということで、日曜

日の早朝、眠い目をこすりながら、近所の方々が

皆で抜いてしまったということなのです。それなら

寝ている方がよほどいいわけです。これを見てい

た役所が、草むしりは大変ですね、分かりました、

ということで、これをコンクリートで覆ってしまいま

した。そして、カメやテントウムシなどの生きもの

まで、コンクリートにしてしまいました（図－３６）。

野草はいらないし、テントウムシはこれでよいとい

うことになると、この子どもは自然体験ができませ

ん。自然体験ができないと、感性が正常に育ち

ません。ということは、このお父さんは、やがてこ

ま 

 

 

図－３６ 
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の子どもに殺される運命にあるということになるわ

けです。 

学校に行っても同じです。イチョウを植えて緑

化はしているのですが、大切な野草が１本もあり

ません。野草の大切さを教えるのが教育である

はずなのに、これでは環境教育などできようはず

がありません。玄関先にまいりますと、すべて園

芸品種です。ＰＴＡの方々が、この大きなツゲの

木を「希望の木」として学校に寄付していますが、

これでは夢も希望もありません。子どもに自然を

大切にしようという絵を描いてもらいますと、チュ

ーリップを踏み潰すことが自然破壊だというので

す。自然を守るというのは、川に金魚を放すこと

だと描くわけです（図－３７）。ついでにニワトリの

え 

 

 

図－３７ 

 

 

図－３８ 

絵を描いてもらいました。ニワトリなのに足が４本

あるのです。たいへん多くの子どもがこれを描く

わけです。 

これは通学路です。昔は小川にドジョウもメダ

カもいました。今は何もいません。子どもから日

本の川を見ると、このように見えるわけです。檻

の向こうに川があるのです（図－３８）。毎日自然

のなかで思いきり遊ぶということがありませんから、

子どもの体力は当然低下していきます。止まらぬ

体力低下、ぜい弱体質、新聞記事も枚挙にいと

まがありません。３分の２の子どもが何らかの症

状をもっていると言われています。体力ばかりで

はありません。不登校、校内暴力、イジメ、自殺、

そして、いよいよ殺人だということになります。子

どもが父親、母親を殺すというのです。自分の母

親を殺して、首をちょん切ってボストンバッグに

入れて遊んでいたというのです。しかも、普通の

子どもなのです。日本の社会がどのくらい病んで

いるか、ムンクならずとも、どうにかしてくれと思わ

ず叫びたくなるわけです。こういうまちをつくると、

まもなく日没を迎えるということになるわけです

（図－３９）。 

ヨーロッパを見させていただくと、自然と歴史と

文化が共存したまちをつくると言っています。子

どもたちが輝く、これが目標だというのです。こう

い 

 

 

図－３９ 
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いう川は問題がある、だからこんな具合に自然に

戻したという事例が、ロンドンのクワギー川でござ

います（図－４０、４１）。これもイギリスの例です

が、以前干潟だったところを農地にした。それを、

堤防を切って、また元の湿地に戻したというウォ

ラシーアイランドの干潟の再生の事例です（図－

４２）。 

次はお隣の韓国での取り組みです。イ・ミョン

バク現大統領が、ソウル市長だったときに、頑張

ってチョンゲ川の上に走っていた高速道路を外

して、元の自然に近いかたちに戻しました。今、

チョンゲ川のほかに、ソウル市内の六つの川で

自然再生が行われているということでございます 

（図－４３）。 

 

 

 

図－４０ 

 

 

図－４１ 

アメリカへちょっと行ってみましょう。アメリカは

農業大国でございます。アメリカは、バッファロー

をはじめとした多くの生きものが生息していたプ

レーリーなど、素晴らしい自然を農地に変えた、

大変な自然破壊大国でもあるわけです。そのこ

とによって、数億羽いたといわれるアメリカのリョ

コウバトを完全に絶滅させてしまいました。そうい

った苦い経験があります。これが農地の状態で

す。土壌がむきだしで、これでは当然問題があり

ます。そこで、アメリカは大切な土壌が猛烈に失

われているということを国民にきちんと示して、こ

の状況を改善するために自然と共存する農業に

変えると言って、取り組み始めているわけでござ

います。バッファーストリップといって、土壌が流

れ 

 

 

図－４２ 

 

 

図－４３ 
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れないように、等高線に沿って幅５０ｍの自然の

帯で農地を小さく区切る、ということをやっている

わけでございます（図－４４））。これはアメリカの

水田の写真です。こういった水田も、いらなくな

ってきたら元の湿地帯に戻そうではないかと言っ

ています。これは、各州がやっている政策で、コ

ンサベーション・リザーブ・エンハンスメント・プロ

グラムというものです。ＣＲＥＰ政策です。川沿い

の農地をセット・バックさせて、元の川の自然を

取り戻す。自然と共存した農地に変えるための

政策でございます（図－４５）。農地の一部で農

業を止めて元の自然に戻す。自然に戻した農地

の向こう側に川があります。 

また、アメリカでは、ダムを壊して元の自然に

戻 

 

 

図－４４ 

 

 

図－４５ 

戻そうという試みも、あちこちで行われています。

現在アメリカでは、川の自然再生に関して、大小

３万７０００の事例をもっているわけであります。こ

れは、ニューヨークの北にある川で、以前にはこ

ういった堰がありました（図－４６）。しかし、魚類

が行き来できるようにそれが取り壊されました（図

－４７）。 

これはミシシッピ川の大氾濫の様子です（図

－４８）。５００年堤防も切れるという大洪水だった

わけです。そこで、洪水が再度起こる可能性の

ある地域に住んでいる方々に、まちごと引っ越し

ていただき、川を元の自然に戻すことにしました

（図－４９）。自然と共存したアメリカをつくるため 

だと言っているわけでございます。 

 

 

 

図－４６ 

 

 

図－４７ 
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これは、フロリダのキシミー川です。以前は非

常にダイナミックに蛇行していました。それを直

線化しました。これは持続可能ではないというこ

とで、全部埋め戻して元の自然に戻しました。そ

こに生息しているアメリカトキ。これを絶対に絶滅

させてはならないと言っているわけでございます。

一方、残念ながら、日本のトキはすべてこのガラ

スのケースの中に入ってしまっています。 

つくったモノはすべてゴミになるのです。ゴミの

捨て場のないなかで、こういうまちをつくることは、

やがて大問題を起こす可能性があります。石油

や石炭は有限です。それらを使い続けることを

前提にまちをつくることは持続可能とは言えませ

ん。持続可能な社会、つまり、子どもたちが輝く

社 

 

 

図－４８ 

 

 

図－４９ 

社会をつくるということが、我々の使命でござい

ます。そういったことが分かったときに、日本にも

本当の夜明けが来るのだと思います。 

ご静聴ありがとうございました。 
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講演１ 

ヨーロッパの川の自然再生とＥＵ指令 

 

 

デンマーク環境省森林自然庁 生物学者 

ヤン・イェンセン 
 

 

ヨーロッパの川の自然再生についてお話をさ

せていただくにあたりまして、まず、このフォーラ

ムにご招待いただきましたことに対し、日本生態

系協会会長の池谷様、同じくスタッフの皆様に

お礼を申しあげたいと思います。本日はこのよう

な講演の機会を与えていただき光栄に感じてお

りますし、大変感謝しております。私の講演では、

自然と環境資源の管理に関するＥＵのビジョン

や、ＥＵから与えられた義務を果たすために、デ

ンマークがどのような取り組みを行っているのか

などについて、お話ししていきたいと思います。 

日本とデンマークは多くの面で違いはあるも

のの、共有できる多くの共通点もあります。淡水、

塩水にかかわらず、水は我々双方の社会にお

いて重要な役割を果たしています。両国とも長

い海岸線をもつ国ですので、魚もよく食べます。

そして、川や湖も身近にありますし、私たちの毎

日の生活にとってとても重要なものであります。

また、両国ともかなり人口密度の高い国ですの

で、自然破壊という共通の問題も抱えております。

人間の生活や経済活動のために、多くの土地や

空間が必要という状況も共通しています。今日

は、これから私がご紹介する対策が、世界共通

の普遍的な解決策として、日本をはじめ、両国

以外の国々でも役に立てばと願っております。 

私の講演では、まず、生息地指令および水枠

組み指令の重要な要素についてご紹介し、また

それらの指令によって、デンマーク国内で、河川

の再生のために何をどう行う必要が出てきたか

などについてご説明したいと思います。その例と

しまして、デンマーク国内の２大河川再生プロジ

ェクトである、スキャーン川再生プロジェクトとハ

ウティング・プロジェクトについてお話いたします。

スキャーン川再生プロジェクトは、一つの場所の

自然を再生することによって、多くの生物種を救

おうとするもので、ハウティング・プロジェクトは、

ハウティングという単一魚種の保護に重点的に

取り組んで、その種を守るために複数のサイトの

自然を再生するというプロジェクトです。加えて、

都市河川の再生事例として、デンマーク第２の

都市オーフス市の中心部を流れる川で、過去に

コンクリートや道路によって暗渠化された河川を

再び開いたという取り組みについてもお話します。

そして最後に、河川再生の社会経済的な側面

についても少し触れてみたいと思います。 

ＥＵの法制度に話を移す前に、デンマークの

状況を手短に紹介させていただきます。デンマ

ークは、ヨーロッパの北の端に位置する比較的

小さな国です。面積は４４，０００ｋｍ２で、人口は

５５０万人です。デンマークの行政構造は、国の

中央政府と地方自治体の２層構造となっていま

す。デンマークは周囲に多くの島々が点在して

いることから、海岸線の延長は７，０００ｋｍを超え、

沿岸のほとんどの水域はかなり浅くなっています。
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人工的な水路や運河も含んだ河川水系の延長

はおよそ６４，０００ｋｍに達します。その約半分で

ある３２，０００ｋｍが自然の川で、環境関係の法

律が適用の対象となっています。年間降水量は

およそ７５０ｍｍです。デンマークは国全体が低

地となっており、最も高いところでも海抜１８３ｍし

かありません。 

デンマークの河川において、人間活動の影響

をまったく受けていない川、自然な状態を保って

いる川は１％足らずしかありません（図－１）。過

去２０年間大きな努力を重ねてきたにもかかわら

ず、環境目的を果たしているのは半分以下にと

どまります。この間政府当局は、３００億デンマー

ククローネ（約６，０００億円）以上をつぎ込んで

廃水処理対策を行ってきました。これによって、

水質は全体として大幅に改善されたことは疑い

の余地はありません。しかし、これにともなって、

河川の生態学的な質が改善されたというわけで

はありません。その理由は、デンマークでは、多

くの河川が、排水され、調整され、周辺の草や木

が刈られたりなどして、維持管理されてしまった

ため、生物多様性豊かな、多くの動植物が生息、

生育できるスペースがほとんどない不健全な物

理的条件のなかに置かれているからです。この

ように、デンマークもその他のＥＵ諸国も、様々

な 

 

自然の河川(人工水路以外) ３２，０００ｋｍ
手つかずの原生的な河川 １％以下

 

図－１ 

な難問を抱えているということをお分かりいただ

いたうえで、ＥＵの指令についての話をお聞きく

ださい。 

加盟国内の生物多様性の保全に関するＥＵ

措置のうちで最も重要なものとして、生息地指令

と野鳥指令という二つの指令があります（図－２）。

これらの指令のもとに指定される野鳥保護地域

または特別保護地域（ＳＰＡ）、そして、生息地保

護地域が合わさって、ＥＵ全域に及ぶ厳正に保

護された地域のネットワーク「ナトゥーラ２０００」が

構成されています。 

野鳥指令は１９７９年に発令されました。これ

に基づきまして加盟各国は、他の条項とともに、

野鳥の生息地を指定し保護することが義務付け

られました。野鳥指令に基づく保護サイトは、デ

ンマークでは主にガンやハクチョウ、カモ類、お

よび多くのシギやチドリなどの渉禽類が採餌や

換羽、越冬地として利用する場所となっています。

１７０種以上が、「絶滅のおそれのある種」、およ

び「希少種」、「生息地の変化の影響を受けやす

い種」、「特別な注意を必要とする種」として、こ

の指令のもとに保護されています。加えて、移動

性鳥類が渡りのために定期的に戻ってくる場所

として、多くの国々にとって、また国際的に重要

なサイトも指定されなければなりません。指令に 

 

 

野鳥指令

１７０種の野鳥とそれらの生息にとっ
て重要な湿地を保護

 

図－２ 



■ 国際フォーラム 世界の都市(まち)はかわる 

 32

は、とくに国際的に重要な湿地が指定されること

とうたわれています。これは、ラムサール条約で

登録されているデンマーク国内の湿地は、すべ

てこの特別保護地域（ＳＰＡ）として指定されるこ

とを意味します。 

生息地指令は、１９９２年に欧州議会によって

採択されました。脆弱または脅威にさらされてい

る共同体内の生息地および生物種、つまり、絶

滅のおそれがある種や危機が増大している種、

およびその生息地を保護保全することを目的と

しています（図－３）。生息地指令の二つの附則

に、共同体が重要と見なす生息地と生物種がリ

スト化されており、加盟国はそれらを保護するた

めに、サイトの登録をすることが義務付けられる

とともに、サイト内のモニタリング、特別措置およ

び保護対策が要求されています。これらのことを

通じて、ＥＵ内の生物多様性を維持し、在来の

動植物の生育生息地を確実に守ることが指令の

ねらいです。 

生息地指令と野鳥指令の目的を実現するた

めの重要な要素は、共同体全域に及ぶ自然保

護区ネットワーク「ナトゥーラ２０００」のサイト指定

を行うことです。ナトゥーラ２０００ネットワークは、

生息地指令に基づいて指定される「共同体にと

って重要なサイト」（ＳＣＩ）と、野鳥指令に基づい 

 

 

生息地指令の目的

生物多様性の維持
動植物の生育生息地の保全

 

図－３ 

て指定される「特別保護地域」（ＳＰＡ)を合わせ

たものです。デンマーク国内のラムサール条約

登録湿地は、すべてこの特別保護地域の一部と

なっています。 

デンマークには、ＥＵ全体にとって重要なサイ

トが２５４カ所、特別保護地域が１１３カ所、ラムサ

ール条約登録湿地が２７カ所あります。これらの

指定地はデンマークの陸地面積の８．３％、海域

の１２％に及んでいます。 

デンマークは、国内法として生息地保護法と

いったものの設置はしていません。その代わり、

ナトゥーラ２０００サイトに影響を及ぼす可能性の

ある新規プロジェクトの計画や許可に関する厳し

いガイドラインを設ける既存の現行法によって、

サイトはおおよそ保護されています。サイトの保

護における要の一つは、保護サイト内の生物種

または自然タイプ、およびサイトの指定理由とな

った種や自然タイプを、傷つけるまたは損なうお

それのある計画やプロジェクトを政府が実行しよ

うとしても、それが許されないということです。そ

のため、そういった計画やプロジェクトに対して

は、いかなる場合にも必ず事前に、環境影響評

価が強制的に行われることになります。環境影

響評価の結果が否定的であれば、どんなプロジ

ェクトや計画も承認されず、始動することができ

ません。 

生息地指令のもう一つの非常に重要な特徴

は、自然タイプの悪化または種への重大な問題

を回避するために、加盟国は特別措置を講じな

ければならないという法的な義務があるということ

です。加盟国は、このことを真剣に受け止める必

要があります。なぜなら、加盟国が指令の規定

遵守を怠った場合には、欧州裁判所で提訴され

ることもあるからです。多くの場合、提訴は自然

保護団体などのＮＧＯによって行われます。これ

までの例では、裁判によって、被告である加盟

国が、評決の結果かなり高額の支払いを要求さ



■ 講演１ ヨーロッパの川の自然再生とＥＵ指令 

 33

れたというケースがあります。共同体から判決を

受けるという世間体の悪さに加えて、数百万ユ

ーロの罰金の請求は、加盟国にとって、笑って

はいられない状況です。 

ご覧のとおり、生息地指令は、河川水系およ

び、それに関連する生物多様性を含む種と自然

タイプにとって、好ましい保全状況を維持するた

めに、積極的な管理を行うことを要求しています。

デンマークでは、これを地域毎のナトゥーラ２００

０実行計画に基づいて達成していこうとしていま

す。各地域における計画の内容には、サイトの

現況に関する基礎調査に関する情報、サイト内

の種および生息地に対する脅威の状況に関す

る情報、および明確な環境目標や目的、それら

を達成するのに必要な措置などがプログラムとし

て含まれています。デンマークでは現在、これら

の計画の細部をつめる作業が行われているとこ

ろです。指令によると、まず地域毎の計画を作成

し、それから、その具体的な行動計画を立てて、

それを地方自治体が実行していきます。ナトゥー

ラ２０００の計画は、２００９年に全面的に実施され

る予定です。 

生息地指令は、自然の保護、保全および再

生のための厳しい条件をもつ義務を課すことで、

加盟国に対してかなり多くの負担を与えました。 

 

 

EU 水枠組み指令 (２０００年採択)

■水枠組み指令が求めていること
流域単位の管理
統合的な水管理計画の策定

■対策
水界生態系の保護および改善
持続可能な水利用の拡大
汚染物質の排出削減
洪水と干ばつの影響の軽減

 

図－４ 

しかし、この厳しい義務の遂行には、別のよい面

もありました。というのは、この結果ＥＵは、域内

全体と加盟が予定されている近隣候補国も対象

として、それらの国々の環境と自然を保護するプ

ロジェクトを支援するために、ＬＩＦＥと称する財政

補助手段を設けてくれたからです。１９９２年以

降、２，７５０前後のプロジェクトがＬＩＦＥ基金によ

る財政支援を受けています。およそ１３億５，００

０万ユーロ、日本円で約２０億２，５００万円が、自

然環境を保護するために提供されました。 

水枠組み指令は２０００年末に発令され、今後

数年間にわたって、河川、湖沼、また、潟や河口

などといった移行水域、沿岸水域、および地下

水域の保護に関するすべての事柄についての

主要なガイドライン、または枠組みを構成するこ

とになっています（図－４）。指令は、多くの環境

目的を設定していますが、それらは期限付きで、

定められた時間枠のなかで達成しなければなり

ません。さらに、指令は、計画の実行やどのよう

に措置を講じるべきか、また、水環境のモニタリ

ング実施などに関わる行政機構の枠組みにつ

いても設定しています。 

指令はその主な目的として、異なるタイプの水

域の保護を確実にすることを求めていますが、

その実行にあたっては、主に次のような措置を

講じます。 

• 水界生態系のこれ以上の悪化を防ぎ、保

護し、状況を改善すること、および、それら

にとって水が必須の要素であることから、半

陸域生態系と湿地生態系についても同様

に、悪化を防ぎ、保護し、状況改善を行うこ

と 

• アクセス可能な水資源の長期的な保全を基

本とした持続可能な水利用を拡大すること 

• 種類を問わず、すべての汚染物質の排出

を削減すること 

• 洪水と干ばつの影響を軽減すること 
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この結果、すべての加盟国は、国内を水域毎

に分割し、川の管理を流域単位で行わなければ

ならないことになりました。また、異なるタイプの

水界生態系においても、少なくとも「良好な生態

学的状態」に導くものとされています。 

デンマークにとって、水枠組み指令による新

たな事柄は、環境目的の全体的な引き上げでは

なく、むしろ、目的を達成するための措置の実行

が義務付けられたこと、また、それを定められた

期限内、つまり、生息地指令と同様に、２０１５年

までに行わなければならないとされたことです。

このため、私たちは、一方で、ＥＵ共同体が重要

と考える多くの種と生息地が良好な状態になるよ

う取り組む必要があり、もう一方で、すべてのタイ

プの水域または水界生態全体を、少なくとも、良

好な生態学的状態にする必要があります。これ

ら二つの指令については、お互い同調させるか

たちで行動計画を策定し、またそれの行動をい

つまでに達成するかなど、細かいところまで入念

に検討し、それらに基づいて計画を実行すること

によって、環境上の目標が実際に達成されてい

くことになるわけです。 

気候変動に関する議論や海面上昇に関する

予測などの結果、ＥＵは２００７年に洪水指令を

採択しました。洪水指令は基本的に水枠組み指

令の補足的な指令となっています。その内容は、

水枠組み指令のもとに詳細な水管理計画を策

定するにあたり、統合的な河川流域管理の一環

として、洪水のリスクに対する管理計画の策定を

加盟国政府に要求するというものです。水枠組

み指令に従って定められた環境目的を考慮しつ

つ、相乗効果の出るような対策の可能性を探り、

流域対策を講じていくことが求められています。

したがって、洪水指令の目的は、洪水リスクのア

セスメント、そしてリスクを抑制するための枠組み

を設置し、そのことで、人々の健康、環境、文化

遺産、経済活動への影響など、洪水による様々

なマイナスの影響を軽減することです。 

それではここで、無味乾燥なＥＵの法律の話

を離れて、デンマークにおける実際の川の自然

再生プロジェクトである、スキャーン川の再生プ

ロジェクトとハウティング・プロジェクトに話を移し

たいと思います。 

スキャーン川の下流部は、デンマークにおい

て最も重要なナトゥーラ２０００のサイトの一部に

あたります。河口は浅い汽水域のリンクービン

グ・フィヨルドに流れ込んでいます。このフィヨル

ドは、渡りをする草食性の水鳥のねぐらと採餌場

所として国際的にも重要な地域で、５万羽に及

ぶカモ類、２万５，０００羽のオオバン類、そして

多くのハクチョウやガンなどが生息しています。 

１９５０年代、デンマークでは、複数の計画によ

って広大な草地や湿地が、農業用の耕作地に

転換されました。そして１９６２年に、当時のデン

マークとしては最大の排水プロジェクトが実行さ

れました（図－５）。プロジェクトによって、全体で

４，０００ｈａの土地が排水されました。蛇行してい

た河道は、２０ｋｍ以上にわたって直線化され、

その両岸は洪水対策のために堤防で固められ

ました。新たにつくられた農地を乾燥した状態に

保つために、ポンピング・ステーションが多数設

置されました。 

 

 

 

図－５ 
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排水プロジェクトは、１９６８年に完了しました。

原生的な河川は、人為的に制御された水路に

変貌しました。このことで、言うまでもなく、生物

多様性の面では莫大な損失となりましたが、農

業の面からは急速に利益を上げることができまし

た。しかし、年月を経るにつれ、フィヨルド内で、

ある深刻な問題が発生しました。耕作地から流

れ出した栄養塩類によって富栄養化が進んだの

です。川に人の手が入り自浄作用を失ってしま

ったため、フィヨルドは生態学的な崩壊に至りま

した。野鳥や魚がいなくなり、フィヨルドは、一年

中藻類に覆われたまさに砂漠のような状態にな

ってしまいました。これに加えて、排水によって

土壌中の酸素が増大し、有機物が燃焼され尽く

したために、耕作地が圧縮し始め、排水システム

を維持することがますます困難になっていきまし

た。 

開発によるこのような結果を憂い、１９８０年代に

なると、スキャーン川を元の蛇行した川に再生し

たいという要望が高まっていきました。１９９８年

に、デンマーク議会は、河川の力学的特性と水

文学的特性を回復させるために、過去に排水が

行われた地域の半分以上の面積を元の状態に

再生することを決議しました。こうして、１９９９年、

規模と予算という点においてデンマーク最大の 

 

 

 

図－６ 

自然再生プロジェクトが開始されました（図－６、

７）。再生事業は国際的に見ても重要性の高い

ことが認められ、ＥＵのＬＩＦＥ基金からも資金提

供を受けることができました。スキャーン川再生

プロジェクトは、２億５，０００万デンマーククロー

ネ（約５０億円）を費やし、次のような結果を生ん

で２００３年に完了しました。 

• スキャーン川の下流域２０ｋｍの再蛇

行化 

• １６０ｈａの水深の浅い湖の形成 

• 河川と河畔域間の水文学的な連続

性の拡大 

• リンクービング・フィヨルドに２００ｈａの

ヨシ原三角州の形成 

• 集約農業が行われていた１，５５０ｈａ

を粗放的な放牧地に転換 

• フィヨルドの栄養塩類の堆積量を大

幅に削減   

 

プロジェクトは大成功を納めました（図－８）。

そして、自然保全以外の観点でも大きく貢献しま

した。水の澄んだフィヨルドに野鳥が戻ってきま

した。そして、再生された川では元来の生物多

様性が回復しました。「良好な生態学的状態」と 

「好ましい保全状況」の実現という点で、非常に 

 

 

 

図－７ 
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大きく貢献できたわけです。 

それではここからは、サイトに注目した再生プ

ロジェクトから、複数のサイトを対象とした種に関

心を向けたハウティング・プロジェクトに移らせて

いただきます。ハウティングはサケ科の小型の魚

類です（図－９）。現在は、ワッデン海のデンマ

ーク海域と、そこに流れ込む河川でのみ確認さ

れています。以前この魚は、南はオランダから北

はデンマークまでと、ワッデン海のいたる所に分

布していました。しかし、汚染や乱獲、河川環境

の悪化などによって、この魚はオランダとドイツで

絶滅に追いやられ、デンマークでも個体数が絶

対最小値まで減少しました（図－１０）。 

ハウティングの一生は比較的単純です。成魚 

 

 

 

図－８ 

 

 

図－９ 

は１１月か１２月までワッデン海にとどまり、その

後繁殖のために川を遡上します。水中で産卵さ

れた受精卵は、後に河床の小石や多年性の水

草に付着します。卵は１月に孵化し、生まれたて

の小さな仔魚は流れに漂いながら、下流にある

水深の浅いよどみまで川を下っていきます（図－

１１）。仔魚はここで動物プランクトンを食べなが

ら成長し、５月末には５～８ｃｍの稚魚に育ち、ワ

ッデン海へ出ていきます。ハウティングの寿命は

かなり長く、１５年も生きる個体もいます。その間

に何回か産卵します。 

ハウティングは、他のサケ科の魚類と比べて

泳ぎがうまくありません。また、川の中の小さな障 

害物でさえ乗り越えることができません。したがっ 

 

 

ハウティングの分布域

1920年 2000年

 

図－１０ 

 

質の高い稚魚の生育環境

 

図－１１ 
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て、堰やダムはハウティングの遡上を完全に妨

害することになります。このことから、ハウティング

は障害物なく自由に産卵場所にアクセスできる

ことと、生態学的にみて良好な河川環境に完全

に依存しています。加えて、浸水した広範な湿

地を必要とするハウティングは、ワッデン海の自

然の機能が整っているか否かの指標と見なすこ

とができます。 

１９８０年、この魚類はデンマークの法律によっ

て全面的に保護されることになりました。というの

は、ハウティングが生息地指令の附則にある優

先種リストに記載され、この魚類の保護に対する

特別の責任がデンマークに対して課せられたか

らです。デンマークに生息する魚類で、この優占

種のカテゴリーに含まれているのはハウティング

をはじめ２種しかいません。国家の安全または国

民の健康に関わる重大な理由がない限り、ハウ

ティングの保護の方が優先されます。六つの河

川水系の中下流域および、ワッデン海のデンマ

ーク海域全体が、生息地指令に基づくナトゥーラ

２０００ネットワークの一部として指定されており、

このためにそれらの水域や海域ではハウティン

グの保護が余儀なくされています。 

１９８０年代、デンマーク国内の河川における

ハウティングの個体数は、危機的なほど低いレ

ベルに達していました。このため個体数を拡大

するための放流プログラムが開始されました。ハ

ウティングの稚魚の養殖は非常に簡単で、１９９

０年代前半には１００万匹以上の稚魚が放流さ

れました。個体数は急増し、産卵可能な成魚の

数は全体で１０万匹を超えました。しかし、放流

プログラムが中止された途端、ハウティングの個

体数は急速に減少し、２０００年にはまた危機的

なレベルまで落ち込みました。産卵可能な成魚

の個体数は７，０００匹程度と推定されました。 

デンマーク環境省はこの責任を認識し、２００

３年、ハウティング国家管理計画を打ち出し、問

題点と対策を明らかにしました。主な問題が河

川の繁殖シーズンと関連しているということが確

認されました。産卵場所へのアクセスが欠如して

いること、そして春に稚魚が生育する場所が欠

如していることが、繁殖成功率を極度に低下ま

たはゼロにしていることが分かりました。 

２００５年にデンマーク政府がＥＵのＬＩＦＥ基金

を申請したところ、６０％の資金援助が得られるこ

とになったため、緊急ハウティング救援プロジェ

クトとして、ハウティング国家管理計画は継続さ

れることになりました。２００５年夏、デンマーク政

府に対してＬＩＦＥ基金から８００万ユーロ以上の

資金が提供され、プロジェクトの総予算は１，４０

０万ユーロ（約２，１００万円）以上となりました。プ

ロジェクトは、２００９年から２０１０年の完了を目指

して進行中です。現在、私は同僚たちとともに、

このプロジェクトの実行に従事しています。 

この緊急ハウティング救援プロジェクトは、主

に二つの事柄に焦点を絞っています。ハウティ

ングが遡上する河川のうち最も重要な４河川に

ついて、産卵場所として利用可能なエリアへの

成魚のアクセスを確保すること、また、稚魚の生

育環境としてふさわしい新しい生育エリアを創出

することです（図－１２）。 

ハウティング・プロジェクトで予定されている主 

 

 

稚魚のための新たな生育環境づくり

 

図－１２ 
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な作業は次のとおりです（図－１３）。 

• 人工的な障害物である堰やダム１３カ

所の撤去 

• 優れた産卵環境への到達を可能に

するため、１３７ｋｍの河川区域のアク

セスを回復  

• 河川の再蛇行によっておよそ３０ｋｍ

の産卵環境を新たに創出 

• 稚魚の生育環境として４８０ｈａの浅瀬

や停滞水域を再生 

• ワッデン海の栄養塩類の堆積量を大

幅に削減 – 窒素を年間２，０００ｔ以

上削減 

• リーベ川の漁業権を個人の漁業者か

ら買収 

 

これはこのプロジェクトの優れた点でもあるの

ですが、ハウティングの保護をこれほどまでに厳

しく行う理由は、プロジェクトを実行することによ

って、他の多くの保護種にも恩恵がもたらされる

ことを考えに入れているからです。 

稚魚の生育環境が新たに創出されることによ

って、多くの野鳥がやって来るでしょうし、両生類

の生息空間の拡大にもつながります。また、泳ぎ

が得意ではないハウティングのために障害物を 

 

 

堤防の取り外し

 

図－１３ 

取り除いてアクセスをしやすくしてやることは、河

川に生息する他のすべての遡河性魚類や無脊

椎動物にも利益をもたらすでしょう。デンマーク

サーモンがその最も顕著な例です。デンマーク

国内のもう一つの保護魚類であるこの魚も、障

害物が撤去され、石や砂利などで形成された浅

瀬に取って代わったことで、より適切な産卵場所

を得ることができます。デンマークサーモンは、こ

のプロジェクトによって、新たに５万ｍ２ を超える

産卵場所を得ることができるでしょう。このように、

ハウティングを保護することによって、非常に多

様な種々様々なワッデン海固有の自然と生物多

様性の保全が可能となると言っても過言ではな

いでしょう。 

それでは、ワッデン海やハウティングの話から

離れ、オーフス市における取り組みについてご

紹介したいと思います。オーフス川はオーフス市

の中心部を流れている都市河川です。１９３０年

代に交通量が増えたために、この川はコンクリー

トでふたかけされ、その上に市の中心部に向かう

道路が建設されました。しかし、１９９０年代前半、

車の乗り入れを禁止して車のない都市をつくろう

という計画が持ち上がり、これによって、道路を

取り壊して、暗渠化していた河川を再生すること

になりました（図－１４）。２００８年、３段階の作業

を 

 

 

図－１４ 
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が終了し、食事やショッピングのための活き活き

とした環境と多くのレクリエーションの場が創出さ

れました。魚類にとっても、上流への移動や遡上

がよりしやすくなりました。プロジェクトは大きな成

功を収めました。オーフス市にとって、重要な観

光財産となり、魅力ともなっています（図－１５）。

春や夏には、多くの人々が川沿いに集い、食事

を楽しんだり、カプチーノなどを飲んだり、足の

下を流れる水の感触を楽しんだりしています。 

オーフス川のプロジェクトの経済効果は大きく、

それは細かい分析を行わなくとも明らかです。一

方、スキャーン川のプロジェクトについては、プロ

ジェクトが完了した後、詳細な分析が行なわれま

した。プロジェクトの経済便益を推定するために、

プロジェクトの当初の費用と保守管理も含めた運

用費用が、いくつかの異なるシナリオに沿って比

較されました。経済便益の例として、ポンプ代の

経費節約分、ヨシの生産から得られる利益、レク

リエーション利用の増加、フィヨルドに堆積した

栄養塩類の削減、狩猟や釣りの機会の増大など

が検討されました。そうしたところ六つのシナリオ

のうちの五つのシナリオにおいて、プロジェクトを

実行したことによって経済黒字が出るという結果 

となりました。 

大変興味深いことに、経済便益として最高得

を 

 

 

図－１５ 

点を挙げたのは、レクリエーション利用の機会が

増大したことと廃水処理の必要性が低減したこと

でした。つまりこのプロジェクトは、数年間で現れ

る自然や生物多様性の回復という明らかな結果

に加えて、確固たる実質的な経済効果を産むと

いう結論に達したのです。これはつまり、このプ

ロジェクトにおいて、自然再生は期待どおりの成

果を上げたということを示しています。実施する

価値が十分にあったということを意味しているの

です。ご静聴ありがとうございました。 
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【司会】 

ありがとうございました。野鳥などの野生生物

の生息地や水環境を守るというＥＵの指令につ

いてお話をうかがいましたが、イェンセンさんは、

趣味として、魚釣りとか野鳥観察を楽しまれてい

ると伺っております。ご趣味を楽しむうえで、ＥＵ

の厳しい法律をデンマークの国がきちんと守っ

ていることの恩恵を受けているなと感じることなど

具体的にありましたら聞かせください。 

 

【イェンセン氏】 

もともと野鳥や魚など生物関係のことが好きだ

ったので、仕事として生物学者となりました。今

でも私の仕事はイコール趣味でもあります。興味

のあることを仕事にできて非常にハッピーだと感

じております。デンマークがそういうことに尽力し

ているからこそ、私の仕事と趣味が両立できてい

るわけですから、国の取り組みを非常にありがた

く思いますし、満足しております。 

 

【司会】 

お時間がありましたら、日本でも野鳥観察を楽

しんでお帰りいただければと思います。 

 

【イェンセン氏】 

是非そうしたいと思います。ありがとうございま

した。 
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講演２ 

川の再生による自然と共存したまちづくりの効果 

 

 

カールスルーエ市 第一副市長 

ハラルド・デネケン 
 

 

皆様、こんにちは。川の再生とまちづくりに関

するフォーラムにおきまして、カールスルーエ市

の環境の取り組みについて発表する特別な機

会を設けていただきましたことは、私自身、また

カールスルーエ市にとりましても大変光栄なこと

であります。お招きくださいましたことにお礼を申

しあげたいと思います。日本生態系協会の池谷

会長、またスタッフの皆様に心より感謝いたしま

す。また、私どもの市長、ハインツ・フェンリッヒか

らのご挨拶もお届けしたいと思います。さらに、

午前中に、日本生態系協会の池谷会長の基調

講演がありましたが、その非常に的確な言明に

対しましても、心からお礼を申しあげたいと思い

ます。池谷会長が述べられましたことは、世界の

全工業国に言えることだと思います。もちろん、

我がドイツにも当てはまることだと思っております。 

カールスルーエ市は、市の西側約２０ｋｍの所

でフランスの国境と接しており、南に約２００ｋｍ

下ったところにスイスとの国境があります。１９８９

年にベルリンの壁が落ちまして、その時をもって

鉄のカーテンも崩れ落ち、東西ドイツが統一され

ました。それ以来、カールスルーエは、本当にヨ

ーロッパの真ん中に位置することになりました。 

すでに２０年間という長い年月にわたり、日本

とドイツの環境専門家の交流が継続的に行われ

てきました。今、この分野に関して、政治家が乗

り出すときがやって来たと感じております。そのよ

うなことから、今回私は日本にやってまいりました。

日本の皆様との意見交換に非常に関心をもって

おりますし、大きな期待も抱いております。その

意味から、ここで私どもの経験についてお話させ

ていただけることを大変嬉しく思っています。 

１９１８年に、市内の都市公園に伝統的な日本

庭園がつくられて以来、カールスルーエの市民

は、日本の庭園づくりの文化に愛着を覚えてき

ました。名古屋市が、１９２６年と１９３８年にカー

ルスルーエの都市公園に、神社、狛犬、１３重の

塔を寄付してくださいました。そのことは、当時、

日本の新聞でも報道されました。日本の文部大

臣からも祝電をいただきました。彼は、私たちの

庭園を国際協力の一つのかたちだと捉えたので

す。 

また、元国際医療協会の石橋長英教授は、日

本庭園の奨励者であられました。１９６４～６７年

まで行われた連邦庭園博覧会の際に、東京農

業大学の上原敬二教授の設計によって、この日

本庭園は拡張されました。このような専門的な援

助を得ることができたことに対して、ここで改めて

お礼を申しあげます。私はこのフォーラムで名古

屋市副市長の山田雅雄様にお会いし、名古屋

とのつながりをさらに活性化させ、深めることがで

きたことについても大変嬉しく思っております。

山田様ご自身にも、カールスルーエにおいでい

ただいたことがあります。 
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カールスルーエは都市計画に則った若いまち

であります（図－１）。市の礎石は、１７１５年にバ

ーデン・デューラッハのカール・ヴィルヘルム辺

境伯によって定められました。お城の塔からは、

眼下に計画図に示されたとおりの印象的な景色

を見ることができます。現在、カールスルーエ行

政官区内の地区は、カールスルーエ市自体より

ずっと長い歴史をもっています。最古の地区はク

ニーリンゲンで、漁業を主な生業としていました。

先頃１２００年祭を祝ったところです。 

これは市の中心部の空中写真です。真ん中

にお城があります。そして、このお城から並木道

が放射状に３２本伸びています。放射状の道路

は、市街地だけではなく、お城の後ろ側にある

森のなかにも伸びています。この建物が私の勤

めております市役所です。ここに見える窓のとこ

ろが私が働いている場所です。ただ今こちら日

本で講演中ですので、今日は不在となっていま

す。今指している場所には、ピラミッド型をした石

の建造物があります。これはカールスルーエの

創設者であるヴィルヘルム伯のお墓です。 

カールスルーエは、第二次世界大戦時に空

爆に遭い半分が焼失しました。しかし、復興の際、

以前のまちの設計を基に都市を再建しました。こ

のことから、現在もこういった放射状の道路が見

え 

 

03  

図－１ 

られるわけです。アメリカのワシントンＤＣの都市

計画も、実はこのカールスルーエ市のまちが基

になって、あのような都市がつくられました。また、

お城の周りにあるこの建物は、昔は行政庁として

使われていましたが、現在は、カールスルーエ

の人たちから最も敬遠されている建物、つまり税

務署となっています。 

カールスルーエ市は黒い森の北の端にあり、

市の西側はライン川までライン低地地帯を通っ

て伸びています。このことによって、３０万人の市

民や観光客に、多様性に富んだ自然景観を提

供しています。市が都市開発において最も重要

視している目標は、この多様性を守りつつ、持続

可能なかたちで発展していくということです。ここ

に写っているスライドを見ると、私が子どもだった

時代のことを思い出します（図－２）。その頃は、

こういった芝生のなかには、「絶対入るな」とか

「進入禁止」の看板が立っていました。それを無

視して芝生に入って遊んでいますと、必ず警察

官がやって来てすごく怒られたものです。今、私

は第一副市長としてスポーツ関係の担当をして

おりますが、現在はまさにその正反対で、芝生

のなかに入って遊ぶことをむしろ奨励しておりま

す。 

カールスルーエ市の面積は１７４ｋｍ２です。そ

の 
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のうちの３０％が市の中心部まで達する森林で

す。農地の面積も３０％ありますので、合わせて

６０％が緑地地帯となっています。そして残りの４

０％が住宅地や道路です。森林として守りたい、

農地も大事だ、住宅も必要だということで、やは

り摩擦は起きてしまいます。 

カールスルーエのテクノロジー関連地区は、

長い間ヨーロッパの研究の中心となってきました。

カールスルーエ大学は、研究センター、技術セ

ンターとともに、今日その研究分野を拡大してい

ます。その他の研究機関および技術移転設備、

例えば、テクノロジー・ファブリック、フラウンホー

ファー協会などは、学術や経済のセンターとして、

カールスルーエには大きな将来性があると推奨

しています。また、カールスルーエには音楽大

学もあり、日本からの学生も多くいます。 

カールスルーエでは、土地開発を行う際、す

でに利用されている面積を有効に活用しながら、

持続可能なまちづくりを実現しようと心がけてい

ます。１９９１年に撤退した米軍基地の跡地に、５，

０００人が住める住宅地を新たに造成したのはそ

のよい例です（図－３）。すべての建物を改築し

近代化することによって、理想的な省エネルギ

ー住宅の建設が実行できました。 

１９５４年、北地区の土地を、アメリカ軍が「ここ

は非常に環境がよい場所なので、基地を建設す

る」ということで、ドイツから取り上げました。その

跡地が新しい住宅に造り変えられたわけです。

上部の２階分が新しく増築されました。この部分

については売りに出され、オーナーになりたい

人が購入し、持ち家として住むことができます。

下の部分はカールスルーエの市営住宅で、アパ

ートとして一般に賃貸しています。建物周囲の緑

地帯はそのまま残され、魅力のある遊び場や市

民の憩いの場が付け加えられました。ここに建て

られた住宅はこの地域の一等地にありながら、

社会的公正さを保つためにリーズナブルな価格

で貸し出されています。 

これはヒットラー時代に造られた飛行場の跡

地です。戦後、アメリカ軍によってそのまま飛行

場として利用されていました。現在は、ビオトー

プとして価値の高いよい環境になっています。

先ほどデンマークのイェンセン氏のご講演にもあ

りましたが、ＥＵの生息地指令というのがありまし

て、加盟各国は動植物の生息地として重要なも

のは保全することが義務付けられています。この

ようなことから、この場所も住宅地などとして簡単

には利用や開発ができない状況です。この飛行

場跡地の横には市電が通っています。市電が通

っているということは利便性もよく、住宅地にする

のに非常に向いているということになります。都

市計画者としては、ここに住宅地を造りたいとい

う強い希望をもつのですが、一方、エコロジー関

係者としては、絶対にこの価値の高いビオトープ

を残しておきたいということで、こういうところでも

摩擦が生じます。 

市の中央から東に向かった、当時の国鉄操車

場跡地には、住宅とオフィスの入り交じった職住

接近型の住宅地がつくられました。ここでは、屋

上緑化や雨水浸透のほか、できるだけ多くの木

を植えることが義務付けられています。この宅地

の 

 

 

図－３ 
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の造成にともなって、１７ｈａの公園がつくられる

予定です。ここに見える銀行や職業学校などの

建物の屋上も、ご覧のとおり、屋上緑化がされて

います。 

これはカールスルーエ市の景域計画図です

（図－４）。景域計画は生態学的な区画計画とし

て保障されています。というのも策定段階からす

でに、自然などに関する種々の条件が反映され

るとともに、各種の開発計画などとの調整が図ら

れているためです。開発が行われる際には、こ

の景域計画と整合性をもつ建設誘導計画によっ

て、自然や景観の保全が優先され、建設がコン

トロールされます。景域計画の目的は幅広く、自

然の機能を確実に維持し、住宅地やその周辺

の緑地、またオープンスペースの維持管理や開

発について決定することなどが含まれます。 

カールスルーエ市については、すでに十分ご覧

いただいたかと思いますが、この地図の中心に

ありますのがお城、左手の方にライン川が流れ

ております。そして、ライン川の西側がフランスで

す。また、東側には黒い森があります。こちらに

は、内陸港としてはヨーロッパ最大の規模をもつ

カールスルーエの港があります。 

この景域計画に基づいて、それぞれの建築

計画を立てる際には、緑地秩序プランが作られ

れ 

 

景域計画2010
09  

図－４ 

ることになっています。このプランでは、建設対

象地の生態系の構成が評価されます。それによ

って、自然や景観に対する侵害の有無が明確

化され、必要に応じて、その侵害の回避、軽減、

代替および代償のいずれかの措置が検討され

ます。それから、こちらにアウトバーン、いわゆる

高速道路が交差している所があります。そのそ

ばに緑地があるのですが、スポーツ分野の担当

としては高速道路の近くだとアクセスもよく便利

なので、ここに新しいスタジアムを整備したいと

思うわけです。一方、カールスルーエ市全体の

責任者という立場から、やはりそれは止めた方が

よいと考えなおしたりします。私自身の心の中で

も、やはりこのように葛藤があるわけです。 

市の東の方に黒い森があると申しましたが、こ

の森は、草原や湿地などとネットワークされてい

ます。いわゆるビオトープネットワークです。夜に

なりますとこの黒い森から、大変涼しい風が緑地

帯を通ってまちの中心部まで入り込んで来ます。

これらの緑地は、大事な風の道となっています。

カールスルーエ市は低地帯ですので、暖かい空

気が貯まりやすいため、市民にとってこの風が非

常に重要なわけです。カールスルーエにはサッ

カークラブがあって、ここはカーンなどの有名な

選手を輩出したところなのですが、きっと彼等も、 
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図－５ 
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このことを理解して、スタジアムを造らない方に

賛成するだろうと思います。現在、スタジアムは

森のなかにあるのですが、最終的な結論として

は、この既存のスタジアムが少し拡大されること

になるだろうと私は考えております。 

生態系や景観の保護措置は幅広く適用され、 

住宅地だけではなく、農地にも当てはまります。

この基礎となるのが詳細なビオトープ結合計画

です（図－５）。農地は、農家の了解を得たうえ

で、市の景域計画図の持続可能な発展の目標

を達成するために、生態的な価値が高められる

よう改善されます。 

さらに、市内の緑地を拡大するのに理想的な

ものとして、まち全体に広がる緑地システムの存

在が挙げられます（図－６）。隣接するそれぞれ

の地区間に、緑地帯が程よい大きさで設けられ

ており、都会的な雰囲気を保ちつつ、緑豊かな

やすらぎあふれる街並みを市民に提供していま

す。お城の庭園や広場、放射状に伸びた３２本

の道路や並木道などが、長い歴史のなかで緑

地システムとしての核をつくり上げてきました。 

１９７０年代よりカールスルーエは、緑地帯の

維持管理というものを社会と生態系の保全を両

立させるかたちで実行してきました。そのことによ

って、市民の保養やレクリエーションのニーズと、

の 

 

11  

図－６ 

在来の動植物の生息場所としてのニーズの両方

を満足させてきました。自然に近いかたちで管

理されている緑地空間は、何年かの間に、種や

ビオトープの保護にとって重要な、生物多様性

の豊かな草地や低い灌木の生える環境へと発

展してきました（図－７）。このことで、市民は「家

の前の身近な自然」とのふれあいが可能になり

ました。市民はこの取り組みを喜んで受け入れ、

花が咲き乱れる多様性の豊かな草原を歓迎して

います。 

３０年ほど前までは、市内にはこういった草地

はほとんどありませんでした。というのは、年に３

回から４回刈り込みをしていたため、草丈は常に

３～４ｃｍにしかならなかったからです。自然に優

しい草刈りの方法が導入され始めた時には、年

配の方々より「なぜ税金を払っているのに、草を

刈ってくれないのか」という苦情が届くということ

もありました。ところが、今日では「こんなにきれ

いな花が咲いているのに、なぜ刈ってしまうの

か」という声をよく聞きます。 

公共の緑地空間には、１４万６，０００本の木が

生えています。６万本の街路樹も市内の気候の

改善と景観的な価値を高めるのに貢献していま

す。カールスルーエ市では毎年平均１，０００本

の木を植えています。 
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さらに重要な点として挙げられるのが、子ども

たちをはじめとした地元の人々による市民参加

です。市では、計画を策定する際、子どもや若

者がそれに参加することを奨励しています（図－

８、９）。そのために、各町地区で子ども集会を開

き、そこで希望や期待、提案を述べてもらい、そ

れを基に市議会議員や計画担当者が議論を重

ねます。私は以前教師をしておりましたので、教

師だった頃のようにこういった場に参加して、子

どもたちと一緒にいろいろな話をします。子ども

たちとの会合が近々また行われる予定です。子

どもたちは大変熱心で、半年くらい経ちますと

「あの話の結果はどうなったの」と知りたがります。

そんな時には、私はスタッフたちに作業を早く進

めるよう叱咤することもあります。しかし、基本的

にカールスルーエ市の職員は非常に仕事熱心

ですので、そういうことは一年に一回あるかない

かです。 

このようにして、カールスルーエの多くの地区

では、地元の子どもや青少年、保護者たちが協

働で遊び場や校庭づくりに携わります。一緒に

仕事をすることによって、それぞれ責任感が生ま

れます。また、自分たちでつくり上げたものに対

して自分自身のアイデンティティを見いだしてい

るようです。グリュンヴィンケル地区では、川の再

び 

 

 

図－８ 

自然化プロジェクトに近所の学校の生徒たちが 

参加しています。彼らはコンテストを開催し、川

の再生に関するそれぞれの希望やアイデアを発

表したりしています。 

このような取り組みの結果、数年後には緑地

空間は大幅に拡大し、新しい市民公園もつくら

れました。アルプ川とフィンツ川は、市全体の緑

地システムの構造の一部として重要な骨格を形

成しています。アルプ川はカールスルーエ市内

を２３ｋｍにわたって流れていますが、この川の

再自然化事業を行った際に、その一環として川

に添って緑地空間が創出されました。アルプ河

畔の緑地帯「アルプグリュン」は、１９７５年に着工

し１９８１年に完成したギュンター・クロッツ公園と

ともに、市民にすばらしい保養の可能性を提供

しています。１９８２年、アルプ川の流路部１７ｋｍ

を対象とした自然再生プロジェクトが開始されま

した。自然に近い状態が回復したことにより、生

物多様性が明らかに豊かになり、景観も向上し、

自然体験の可能性も増えました。今や年齢、性

別を問わず、市民に喜びをもたらしています。 

川の再自然化の取り組みは、河川を取り扱うう

えでの大きな方向転換となりました。しかし、改

めて言うまでもなく、その大転換が起こる以前は、

生態系や景観へのマイナスの影響を考慮するこ 

 

 

 

図－９ 
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となく、川は改修され利用されてきました。河川

改修は、１３世紀末に製粉用の水車を取り付ける

ことに始まり、その後それは治水を目的とした拡

張や護岸固めなどに移行して行きました。１８００

年代には、河川土木エンジニアのトゥラによって

ライン川上流部の拡張が行われ、河川に対する

侵害が拡大しました。２０世紀初頭、トゥラの「河

川改修規準」は、小さな川の改修にまで応用さ

れました。これによって川は直線化され、川岸の

斜面はコンクリートの堤防で固められたり、砂岩

などの岩が補強のために敷かれるなどしました。

このため美しい景観も損なわれました（図－１０）。

アルプ川への侵害と河床の改変は１９７０年代ま

で続きました。その理由は、道路建設のための

場所が必要であったことや、洪水時の流水能力

を向上することでした。水力学的な計算が進ん

だことで、自然の川のかたちからかけ離れた台

形の河床部をもつ川への改修が容易になりまし

た。単純な形態の護岸を施すことで、川の管理

を簡単にしようとしたのです。 

１９８０年代はじめ、大々的な方向転換が起こ

りました。それはバーデン＝ヴュルテンベルク州

が、河川を自然に近いかたちで管理することを

定めたガイドライン「河川工事注意覚書」を打ち

出したためです。カールスルーエもこのバーデ

ビュ 

 

カールスルーエ市
クニーリンゲン付近の
アルプ川
１９６０年頃

カールスルーエ市
ヴァイヤ-フェルド付近の

アルプ川
１９６５年頃

16  

図－１０ 

ン＝ヴュルテンベルク州に属していることから、

市の道路河川局も景観計画部の支援を得て、こ

の「河川工事注意覚書」に基づいて河川を自然

なかたちにつくり直す作業に乗り出しました。こ

の作業は、開始当初から学術的なバックアップ

を受けることができました。大学付属の生物学研

究所との協同作業でパイロット・プロジェクトが実

行されました。ギースバッハ川のグロッツィンゲン

地区の部分が再自然化され、元の自然の状態

に近づけるかたちで植栽も施されました（図－１

１）。作業後は、水質の変化や動植物の生息や

生育に関する変化などがすべて記録されました。 

自然再生が行われた区画は１，０００ｍでした

が、大幅な改善が見られました（図－１２）。この

あ 

 

グロッツィンゲンでのギースバッハ川の再生

工事の様子
１９８７年 １９８８年

17
 

図－１１ 

 

１９９５年 １９９９年
18

グロッツィンゲンのギースバッハ川の様子

 

図－１２ 
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ことは、我々は正しい方向に進んでいるというこ

との最大の証しとなりました。このようにして、私

たちは今日まで河川を徐々に自然に近いかた

ちに戻してきました。そして、自然再生を通じて、

河川の洪水予防対策の必要性をなおざりにする

ことなく、可能にすることができました。それぞれ

のプロジェクトを実行する毎に、我々はさらに多

くの経験を積み重ねることができました。また、プ

ロジェクトが完了する毎に、市民が身近な場所で

自然と親しむ機会を増やすことができました。 

これは、アルプ川の自然再生の作業の様子で

す（図－１３）。コンクリートの護岸や台形の河床

に代わって、岸辺には、緩やかなスロープがつく

り出されました。また、護岸は川の中にある石や

柴束を使ってつくりかえられ、地域の自然に則し

た在来の樹木が植えられました。クニーリンゲン

やギュンター・クロッツ公園、ダマーストック、リュ

ップールなどの地区の付近では、直線化された

部分のコンクリートの護岸が、長距離にわたって

取り除かれ、川を再び蛇行させました。小さな中

州もつくりました。 

これはフィンツ川の写真です（図－１４）。フィンツ

川の自然再生は、１９８７年にデューラッハ地区

で取り組まれました。この３枚の写真はすべて同

じ場所から、１９８７年、１９８８年、そして１９８９年

に 

 

ヴァイヤーフェルドでのアルプ川の再生

再自然化工事の実行：２００８年
延長：４３０ｍ 費用：１２万ユーロ 19  

図－１３ 

に撮影されたものです。２年の間に素晴らしい自

然が再生されました。川の隣に家が建っている

様子から、ここが住宅地だということがお分かり

になるかと思います。フィンツ川の自然再生が行

われたことで環境がよくなったため、この地域の

家賃や不動産価値がグッと上がりました。 

これは再生プロジェクトから９年後の１９９８年

のフィンツ川の様子です（図－１５）。自然再生が

行われた後、環境条件に合った在来植物が繁

茂しました。現在は周辺の広い範囲にわたって、

多くの動植物が生息や生育する場所となってい

ます。再生の前とはまるで見違えるような自然が

戻ってきています。９年前の写真で見えていた

右側の白い家が、木の間からほんの少し見える

だ 

 

デューラッハでのフィンツ川の再生
延長：６７０ｍ
費用：７５，０００ユーロ

１９８７年

１９８８年 １９８９年
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図－１４ 

 

９年後(１９９８年)の
デューラッハの
フィンツ川の様子
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だけとなっています。現在は本当に素晴らしい

景観になっています。同様に、アルプ川の他の

部分の再生事業も成功し、現在よい方向に向か

っています。このように、自然は本当に戻ってく

るものです。 

自然再生をする際にも、人の手を加えることに

よって多少の侵害を与えてしまうことにはなりま

すが、これは自然に近い川をつくるための起爆

剤です（図－１６）。こういった再自然化の措置が、

在来種に再び生息の場所を与えたり、自然の

様々な草木を定着させることを容易にしてくれま

す。実は１９９８年頃、ミシュランというタイヤの会

社がスポンサーとなって、川のそばに幼稚園を

つくるというプロジェクトの話が持ち上がりました。

私は賛成だったのですが、エコロジー関係の

方々は、自然保護の観点から反対だったようで

す。ところが、保護者たちから、「こんなによい環

境で子どもを育てることができたら素晴らしい」と

いう希望があったため、幼稚園は建設されること

になりました。現在、たくさんの子どもたちがその

幼稚園に通っています。川にも頻繁に遊びに行

きます。子どもたちは元気で非常に明るい表情

をしています。幼児に対する自然教育、環境教

育に重点を置いていることが、この幼稚園の大き

なうたい文句になっています。川の景観の多様

性 

 

１９９８年

１９９０年

１９９１年
22

ミュールブルグのアルプ川

 

図－１６ 

性と川自身による展開を促すために、ところどこ

ろに川から採取した石や木の幹を河床に敷きま

した。水のぶつかる岸には、ハンノキ、トネリコ、

ヤナギなど、川の水に強い灌木種を優先して植

えました。現在ではこのように樹木が繁茂してい

ます。 

アルプ川の植栽を行う際には、オープンで太

陽光線の入る岸辺になるよう注意を払いました。

なぜかと言うと、アルプ川はグリューンカイルユン

グファと呼ばれるトンボの一種が生息しているか

らです。このトンボは、生息地指令のもとにヨーロ

ッパ全体で保護されるべき種となっており、数年

前までは絶滅危惧種に指定されていました。こ

のトンボが生きていくためには、陽のあたる河川

部分が最も重要だということです。アルプ川は、

このグリューンカイルユングファの生息空間とし

て、ヨーロッパの国境を越えた自然保護地域ネ

ットワーク「ナトゥーラ２０００」の一部となっていま

す。 

再自然化の最大の目標は、河川や小川が魚

類にとって移動可能であるか否かということです

（図－１７）。魚類のなかには回遊したり、産卵地

へ遡上する性質をもっているものも多くいます。

それらの魚類の遡上を可能にすることにより健

全な生態系が回復し、その他の魚類や小さなエ

を 

 

アルプ川の再自然化計画

26  

図－１７ 
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ビ、昆虫の幼虫などの無脊髄動物の個体数も均

等に増え、遺伝子の減少も回避することが可能

となります。そして、影響を受けていた河川にも、

それらの野生の生きものが再び生息し始めて、

生物の多様性が豊かになります。 

１９８７年、ライン川保全国際委員会により、

「サーモン２０００」というライン川の環境状況を改

善するプログラムが策定されました。このプログラ

ムはライン川とその支流が対象となっています。

サケの生息には、遡上可能な河川など良好な水

環境が不可欠であることから、このプログラムの

指標種として、また、理想的なモデル種としてサ

ケが選ばれました。サケは、通常の産卵サイクル

中に、海から何百ｋｍも上流にあるライン川の支

流まで遡上して産卵します。産卵後、稚魚は川

を下り海に戻って、３年以内に北米の東海岸や

アイスランドに移動します。堰や急な傾斜などの

段差がサケなどの魚類の遡上を妨害することか

ら、これらの障害物をなくすために、段差が撤去

され、緩やかなスロープを設けることにしました。

その一方、ダイナミックな流れや流水速度を自

然の状態と比較できる程度に保ち、生きものの

上下流への移動を可能にするよう工夫しました。 

アルプ川だけでも、堰が４カ所つくり直され、２

カ所の滞留用の横木が取り除かれました。工事

は１９８９年に始まり１９９９年までかかりました。そ

れ以来、アルプ川では、カールスルーエ市内の

流路部全体を通して、魚類の移動が可能となり

ました。これとあわせて、アルプ河畔に、市民の

ために自転車道や散歩用の歩道などを整備しま

した。               

１９９９年にバーデン＝ヴュルテンベルク州の

河川法が改正されました。それによって、自然の

川はその状態を維持し、人の手によって改変さ

れた河川については、一定の時間枠内に自然

に近い状態に再生することが要求されました（図

－１８）。これに従って、河川開発計画の策定も

求められることになりました。また、２０００年に、

「ヨーロッパの水域を生態学的、化学的に健全

で良好な状態に戻す」ということを目的としたＥＵ

の水枠組み指令が採択されたことにより、加盟

国は２０１５年までに、河川環境の改善が求めら

れています。カールスルーエでは、この指令の

目標はすでに達成されています。なぜなら、指

令の採択を前に、すでに河川再自然化に取り組

んでいたからです。この努力の結果、２０１５年を

待たずに、目標の達成が完了しているということ

になります。 

アルプ川の自然再生には、計画と管理の費

用を合わせて、現在までに約３３０万ユーロかか

っています。この費用の一部は州から補助され

ています。というのは、州自体も国内とヨーロッパ

の河川の自然再生を一刻も早く達成したいと強

く望んでいるからです。それにより、市にとって比

較的少ない支出で、大きな生態学的効果を得る

ことができました。 

カールスルーエのように、自然の価値を大変重

んじているまちにとって、生物が増えた、自然の

景観が戻ってきたというような生態学や生物学の

面からの成果が得られた時点で、それで終わり、

ということにはなりません。カールスルーエでは、

持続可能なまちづくりや環境教育についても意

れ 

 

ミュールブルグでのアルプ川の再自然化

再自然化工事の実行：１９９１年
延長：４８０ｍ 費用：８５，０００ユーロ 23

２００８年
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識して取り組みを行っています。小さい子どもの

うち、つまり、早い時期から環境意識を育み、そ

れを高めてあげることも非常に重要だと考えてい

ます。の 

しかし、自然に対する畏敬の念や、自然を守

らなければならないという感覚を市民に植えつ

けるのは、そう簡単なことではありません。という

のは、今日では、自然についての情報や映像が

テレビやコンピューターなどのメディアを通じて、

実に簡単に手に入ってしまうからです。人々は

家にいながらにして、ソファーに座ったまま、暑さ

や寒さ、雨などを直接経験することなく、すばら

しい自然の景色を、画面を通じて鑑賞し、堪能

することができるようになったからです。このこと

で、自然に関する学術的な知識は得られるもの

の、自然に対する感情は生まれません。感情や

感性を養うには、自然と直接ふれあうことが不可

欠なのです（図－１９）。河川の再自然化を通し

て、私たちのまちでは家の近所の身近な場所で

自然を体験できる可能性が生まれました。ギュン

ター・クロッツ公園内には、川を体験する小道が

設けられています。これは再自然化の意義は何 

か、なぜそれが重要なのかなどを理解する手助

けとなります。そして、アルプ川が自然保護地域

であることを再認識させます。同時に、水辺や川

の 
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図－１９ 

のなかで遊びながら探求し学ぶ機会をも与えて

くれます。 

これはアルプ川で行われたイベントの様子で

す。多くの市民がこういったイベントに参加し、川

を知る機会を活用しています。彼らは、浅瀬を歩

いたり、堰をつくったり、石を積んだり、岸辺に座

って川の流れを観察したりします。また、川の要

所、要所に案内板が立てられています。子ども

たちは案内板を見ながら、五感を使った体験を

したり、五感による感覚を強めたりする遊びをし

ます。例えば、浅瀬の飛び石の上を歩いたり、管

を耳に当てて水のせせらぎを聞いたりするのも、

五感を使った遊びですが、水のなかを歩くのは

どんな感じなのだろう、水はいったいどんな音楽

を奏でるのだろうと、子どもたちは興味津々で夢

中になって遊びます（図－２０）。吸い上げられた

水が溝を通って流れ落ちる螺旋状の形をした遊

具もあります。石や枝、それらに似たかたちの物

が川の流れを変えるのを見たり、小さなアルプ川

に大きな川に見られるような堆積物が岸辺に流

れ着いているのを観察するのも楽しいものです。

流水の実験も可能です。川に突き出た小さな桟

橋の上に座り、足を川に投げだしてブラブラ揺ら

すと、水の流れを感じることができます。このよう

に川には子どもたちの感性をくすぐる楽しいこと

な 
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がたくさんあります。 

最後に、大きな河川についても一言つけ加え 

たいと思います。ここで言う大きな川とは、父なる

川ラインです。ライン川はカールスルーエの西側

にあり、フランスとの国境線となっています。ライ

ン湿原は、カールスルーエの景観を形づくる重

要な要素です。昨今、ヨーロッパやドイツ国内で

大洪水が起こったことで、我々もカールスルーエ

市の洪水の安全性について懸念をもたずには

いられませんでした。ライン川は一級河川です。

したがって、この川は連邦および州の管轄下に

あります。「ライン川総合治水プログラム」は、ライ

ン川上流部の一括措置法ですが、そのなかに

は、治水対策とあわせて、河川流域の自然生態

系の保全復元を図るための対策案が組み込ま

れています。この一環として、下流に及ぼす洪

水の危険性を低減するため、ライン川上流地域

に１３カ所の遊水地、いわゆるポルダーが計画さ

れています。数カ所はすでに完成しており、残り

は工事中か、今後の実行を目指して計画中で

す。このカールスルーエのポルダーがなければ、

ケルンのまちやオランダなどが、洪水の際に簡

単に浸水してしまうことになるでしょう。 

カールスルーエの境界線地区にも、やはりポ

ルダーがつくられています（図－２１）。洪水の際

に 
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図－２１ 

に、ライン川からあふれた水をポルダーに引き込

むことによって、洪水の水量を減少させることが

できます。洪水の時以外は、ラインの水をポルダ

ー内にある湿性林のなかに自由に流れ込ませま

す。この対策は、何十年もの間実行することがで

きませんでした。しかし、今やっと生態系保全の

世界に、一歩足を踏み出すことができました。湿

性林は定期的な洪水に順応し、湿地をとくに好

む動植物に大規模な生息の場所を提供してい

ます。ところが一つ問題があります。現在、ここに

二つのプールと五つのスポーツクラブがあります。

ライン川からの水が流れ込みますと、困ったこと

にこれらの施設は浸水してしまう可能性がありま

す。そのため、現在クラブを取り囲むかたちで、

２ｍの高さの堤防がつくられています。この合意

に至るまでにはいろいろな問題がありました。こ

のことから自然再生は一朝一夕には実現しない

ということがお分かりになるかと思います。 

今までお話してきましたことから、川の自然再

生が、自然との共存においていかに様々な点で

役立ち、持続可能性なまちづくりという点でもい

かに大きく貢献するかを認識されたかと思いま

す。水ほど自然再生の効果や優れた点を明快

に示してくれる自然要素はないでしょう。カール

スルーエ市民の賛同が、このことをはっきりと証

明しています。 

最後に一言。水は生活の糧であり、生命の源

である。自由な流れを与えてこそ、水はその役

割を果たすのである。 

ありがとうございました。 
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【司会】 

ありがとうございました。ご講演の途中にも、政

治家としての心の葛藤を吐露されるような場面が

ありましたが、カールスルーエの市民の方々の

反応について、政治家としてのお立場から、何

か手応えとしてお感じになることがありましたら、

お教えていただければと思います。 

 

【デネケン氏】 

今日の私の話をお聞きいただいて、自然再生

というものに対して私たちがいかに力を入れてい

るか、また自然再生がいかに短い時間でできる

かということがお分かりになったかと思います。同

様のことをカールスルーエ市の市民も感じている

ようです。市民が私と同じ気持ちなのだと感じる

時、そして、そういった賛同の声を市民から直接

聞く時、私は大きな喜びを感じます。私には孫が

おりますが、孫と一緒にアルプ川の畔を散歩し

ている時などに、市民から直接そういった賛同の

声をいただく機会があります。そういう時には、孫

にもとても鼻が高いですし、これをやった甲斐が

あった、これをやった努力が実ったという、とても

感動的な気持ちに浸ることができます。 

 

【司会】 

カールスルーエの住環境についても、すばら

しいなとうらやましく思いますが、デネケンさんの

ような政治家の方がいらっしゃるということも、カ

ールスルーエ市の皆様に対して大変うらやましく

感じました。ありがとうございました。 
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講演３ 

人と自然が共存する循環の軸となる川をめざして 

～ＣＯＰ１０(生物多様性条約第１０回締約国会議)開催都市名古屋の取組～ 

 

名古屋市 副市長  

山田雅雄 
 

 

ただ今ご紹介にあずかりました、名古屋市副

市長の山田でございます。本日は、このように盛

大な会の開催にご尽力賜りました日本生態系協

会の池谷会長様はじめ、関係者の皆様に心より

感謝を申し上げます。また、はるばるヨーロッパ

から、デンマーク環境省のヤン・イェンセン氏、ド

イツ・カールスルーエ市のハラルド・デネケン第

一副市長にご来日賜り、心より感謝申し上げま

す。お二方のお話を拝聴いたしまして、私も感動

しました。私からは、２０１０年開催予定のＣＯＰ１

０開催都市としての名古屋市の様々な環境への

取り組みにつきまして、ご説明させていただきま

す。 

名古屋は環境首都を目指しているわけですが、

先ほど、デンマークからのご報告にもありました

が、ちょうどデンマークの人口の２分の１の２２４

万人の市民が住んでおります。名古屋の環境へ

の取り組みは、ゴミの減量で始まりました。１９８１

年、藤前干潟と呼ばれる干潟に、一般廃棄物の

処分場を建設する計画を発表したところ、その

予定地であります藤前干潟は、全国でも有数の

渡り鳥の飛来地であることが分かりまして、最終

的にはその処分場の建設を中止することになっ

たわけです。そこで限りがある処分場の延命化

を図るために、市長自らゴミ非常事態宣言を行

いまして、ゴミ減量を訴えたわけです。その具体

策としては、資源を徹底して分別するという取り

組みを開始いたしました。だじゃれではございま

せんが、分別（ぶんべつ）は、分別（ふんべつ）と

も読めるわけです。分別（ふんべつ）ある市民は、

分別（ぶんべつ）をしようということで、この分別の

取り組みに、２２０万の市民が一致団結して協力

し、ゴミ減量に取り組みました。 

皆様方からみて左下のところに、そのゴミ減量

の様子が書いてございますが、その結果、約３

割のゴミが減量でき、ゴミの埋立量も約６割削減

できたという成果もでております。市民の協働な

くしては、これは実現できなかったわけでござい

ます。そのため、湿地は保全されまして、２００２

年にラムサール条約登録湿地に認定されること

になりました。この経験から、市民の協働精神こ

そが、環境課題の克服の基礎であると確信して

おります。２００７年には、５月２２日の生物多様性

の日に、オーストラリア、ジロング市のブルース・

ハーウッド市長さんに名古屋まで来ていただき、

ジロング市と湿地提携をいたしました。ジロング

市には、スワンベイという干潟がございまして、そ

こもラムサール登録された湿地ですが、シギや

チドリなどの渡り鳥の越冬地として有名になって

おります。私も今年の３月にジロング市を訪問し

て、市長さんと再会することができました。現在、

両市の中学生やＮＰＯによる相互の人的交流や、

ウェブサイトによる情報交流事業を進めていると

ころでございます。 
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こうした名古屋の環境への取り組みが実を結

んだかたちになりまして、本年５月にドイツ、ボン

で開催されましたＣＯＰ９において、２０１０年１０

月開催予定のＣＯＰ１０の開催都市に、愛知県

名古屋市が選ばれたわけでございます。ここで

言うＣＯＰとは、地球上の多様な生物の保全を図

ることなどを目的として、国際的な枠組みを決定

するための、生物多様性条約の締約国における

２年ごとの会議を指すわけでございます。２０１０

年には、名古屋で１０月１１日から２９日までの約

３週間にわたる国際会議が予定されています。  

さて、都市というのは面積で申しあげますと、

地球上の２％にしかすぎないわけですが、これ

が世界の７５％の生物資源を利用しております。

そういった意味で、都市こそが生物多様性の向

上に大きな関心を払うべきではないかと思いま

す。ＣＯＰ１０に併せまして、世界の市長たちが集

まり、「都市と生物多様性」について議論する、

｢国際自治体会議」（仮）の開催を、私ども名古屋

が中心となって現在段取りを進めているところで

ございます。２００７年３月にはブラジル、クリチバ、

そして先ほど申し上げました今年のドイツ、ボン

での取り組みを継承、発展させまして、名古屋で

は「都市と生物多様性」について活発な議論を

行い、その成果を共有するとともに、ＣＯＰ１０で

は閣僚級の会議が開催されておりますので、そ

の場におきまして、都市の取り組みの考え方を

提示できればと考えております。また、その自治

体会議のプレ会議としまして、来年１０月頃には、

名古屋市をはじめとする政令都市の副市長さん

方にお集まりいただき、生物多様性について討

論していただく機会を設けていきたいと考えてお

ります。 

名古屋では、全国の市町村に先立ち、現在、

名古屋市としての「生物多様性なごや戦略」を策

定しております。本来ですと、今日その内容を発

表できる場として臨みたかったわけですが、現在

策定中でございます。その基本コンセプトは、都

市というのは「生物の生息地」であるとともに、

「生物資源の消費地」となっております。その二

つの側面に着目いたしまして、それぞれ「身近な

自然の保全・再生」、および「生活スタイルの転

換」という対応を考えております。学識経験者、

市民、企業など、多様な主体で構成いたします

「戦略策定会議」を設置しております。今年、来

年の２カ年で議論し、策定いたしまして、先ほど

申しました２０１０年の国際自治体会議で、皆様

方に報告したいという意気込みで、会議構成員

の皆様に熱い議論をしてもらっております。 

本日は、川がテーマの一つになっていますの

で、名古屋で多くの市民の方々に関わっていた

だいております「堀川」について、ご説明をして

いきたいと思っております。 

堀川は名古屋市のシンボル河川でございま

す。図の赤く、くくったところを見ていただきます

とよく分かると思いますが、その西側にあります

中川運河とともに、堀川は名古屋の誕生以来、

市の発展に深く関わっております（図－１）。ピン

クのところが名古屋市の都心部です、家康が清

須を引っ越してつくった城下町と大体同じエリア

でございます。堀川は、庄内川に端を発しまして、

この城下町の部分を通って東海道の宮の渡し、 

 

 

名古屋港

庄内
川

中
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運
河

名古屋城
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図－１ 
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それから名古屋港へ注ぐ、延長約１６．２ｋｍの人

工的な河川です。特色といたしましては、都心ま

でつながっているということと、川と言いますが運

河のような性格のものでございます。江戸時代に

開削した当初は、宮の渡しから名古屋城までが

堀川でございました。お分かりのように、堀川は

水源を持たない人工的なものになっております。

また、名古屋市の都市化の進展にともないまし

て、堀川上流部の雨水の排水機能という重要な

機能もございます。 

さて名古屋は、１６１０年に家康が城とともに堀

川を開削いたしまして、商業都市として発展する

城下町を築いたのが始まりです。「清須越し」と

言いまして、清須の町をそっくり、火鉢の灰まで

引っ越したと言われる、そうした徹底した引っ越

しにより築いた城下町でございます。この城下町

は、内陸部に設けられておりましたので、当時、

城下町で必要な米や野菜、魚、塩などの物資を

大量に輸送する手段は船のみでございました。

沿川には、堀川の水運機能を利用する施設が

配置されていました。右下のこの絵は１８００年頃、

今から２００年くらい前のもので、人々や船が行き

交いまして、ちょうど桜の花見で多くの市民が堀

川に集まっている様子が描かれています（図－

２）。 

 

 

江戸時代の堀川（日置橋付近）
堀川花盛（名古屋名所団扇絵集）

江戸時代の堀川（日置橋付近）
堀川花盛（名古屋名所団扇絵集）

 

図－２ 

さて、堀川については、木曽川との関係が深

いわけでございますが、堀川は木曽川まで水運

でつながっておりまして、江戸時代から名古屋の

まちづくりに、この二つの河川は大きく関わって

きたわけでございます。江戸時代から堀川は、

城下住民の物資輸送の動脈になっておりました。

左のこの絵は当時の年貢米陸揚げの様子です。

江戸時代尾張藩領であった木曽からは、良質の

ヒノキなどが木曽川を下り、伊勢湾を横切り、堀

川をのぼって城下町まで運ばれてきたわけでご

ざいます。随分、まわり道をした状況になってお

ります。 

明治に入ってからは、まわり道になっていたと

ころを時間短縮いたしますために、犬山方面と

名古屋を直接水路で結ぶこととなりました。明治

１０年、１８７７年に、名古屋城より上流部の堀川

を開削するとともに、明治１６年に、木曽川と庄内

川を結ぶための新木津用水が改修されました。

木曽川経由で７日かかった輸送時間ですが、こ

のショートパスによって、わずか４時間に短縮さ

れております。実際に明治１９年、１８８６年から

大正１３年１９２４年までは、愛船株式会社による

運送事業が行われていたわけでございます。元

杁樋門と申しまして、非常に狭い門なのですが、

かつてこの樋門のなかを、荷物を満載した舟が

荷、 

 

大正２年（１９１３年）頃の堀川（景雲橋付近）  

図－３ 
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行き来していたという状況でございます。 

この写真は、大正時代の堀川の様子です（図

－３）。船が所狭しと停泊しておりまして、沿川に

は商家や倉庫が建ち並んでいるのがお分かりい

ただけると思います。時代がずいぶん飛びます

が、この写真が、現在の堀川の様子でございま

す（図－４）。 

水源を持たない堀川は、急激な都市化ととも

に水質悪化が進みました。また、舟運から陸運

への輸送形態の変化もございまして、結果として

人々に顧みられない川になってしまいました。し

かし、近年は下水道整備などによって水質が改

善いたしまして、都市における貴重な水辺（すい

へん）を活かしたまちづくりが進められています。

左下の写真は、堀川の上流部でかつて水運が

盛んだった頃に、舟の荷物を積み降ろしたり、舟

の向きを変えた場所です。右下の写真が、その

舟溜まりのところを利用しまして、水に親しむ広

場と散策路に整備した平成１８年頃の写真になり

ます。 

左下の写真は、昭和５９年なのですが、改修

前の貯木場があった白鳥地区でございます。そ

して、右上の写真でございますが、国際会議場

と白鳥庭園という公園の整備にともない、護岸整

備も進められた平成８年の頃の白鳥地区の様子

が 

 

現在の堀川
 

図－４ 

でございます。この国際会議場において、２０１０

年の生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ

１０）が開催される予定となっております。 

次に堀川の特徴でございますが、運河である

ということで「掘込河川である」、「自己水源がな

い」、また海からの海水が遡上いたします「感潮

河川である」ことが挙げられます。国や関係機関

の協力によりまして、庄内川からの暫定導水で

庄内川からは水を入れる、あるいは、平成１９年

から３年間ということで、３０ｋｍくらい上流の木曽

川からの試験通水も、現在社会実験として行っ

ています。先ほども申しましたが、堀川は８割が

感潮河川になっております。 

堀川の浄化に向けた具体的な施策をご説明

する前に、後に名古屋市長にもなりました杉戸

清氏が昭和１０年代に考えた、堀川、新堀川、中

川運河の三川浄化の計画についてお話したい

と思います。この昭和１０年代に下水処理場が３

カ所稼働したばかりでございまして、三川は汚濁

が進んでいました。そのため杉戸計画では、第

一に下水道の整備を促進する。次に、水循環。

これは中川運河と堀川がつながっておりました

ので、この接続部にポンプ所をつくり、このポン

プ所を運転することによって、海からの海水を堀

川の方、あるいは新堀川の方に循環させるという

考えでございます。さらには、木曽川から水運で

つながっておりました木津用水を使いまして、１２．

５ｔという大量の水を堀川に増水するという計画

でございました。 

右の図で、青いラインが木曽川から堀川への

導水ライン、赤いラインが中川運河から堀川、あ

るいは新堀川への海水の循環ラインでございま

す（図－５）。これらは、現在の施策の原型計画

ともいうべきものでございまして、現時点でこのバ

ージョンアップを検討しているところでございま

す。 

今この三つの施策をご説明いたしましたが、
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その第一でございます下水道の整備の効果で

す。図は堀川上流部における水質の変化を示し

たものです。指標としてはＢＯＤをとっております。

赤いラインが下水道の普及率、青いラインがＢＯ

Ｄでございます。昭和４１年に、ＢＯＤ５５ｍｇ／ｌと

いう汚濁のピークを迎えております。「死せる川」

と言われるほど汚濁が進みました。その後、下水

道の整備を急ピッチで行いまして、最近では、Ｂ

ＯＤが約５ｍｇ／ｌで推移しております。最近の都

市部における水辺空間への関心の高まりにとも

ないまして、堀川においても、さらなる水環境の

改善が求められております。この他、写真はあり

ませんが、下水道の高度処理の導入、あるいは

合流式下水道で整備を進めてまいりましたので、

改善に取り組むとともに、下水道と河川が共同で

河川浮遊ゴミの自働除去装置を設置しておりま

す。 

次に、杉戸氏の三川浄化計画、第２番目の海

水の循環でございます。右上写真の松重ポンプ

所でございます。これは運河と接続するための

閘門でございます。現在、閘門は残っております

が、残念ながら機能はしておりません。先ほどご

説明しましたように、この松重ポンプ所は昭和１３

年に設置いたしまして、以降、現在まで中川運

河の水を堀川の方に循環させるために運転を継 
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BOD（ｍｇ／ｌ）

●浄化事業としてヘドロの浚渫に着手

愛知県（Ｓ４０～４８）
●下水道整備
名城下水処理場稼働開始 名古屋市（Ｓ４０～ ）

平成１８年：９８．４％

下水道整備と水質の変遷下水道整備と水質の変遷

 

図－５ 

続しております。現在では１日約７万ｍ３の海水を

堀川に循環をさせております。 

最後に、第３番目の施策でございますが、堀

川では水源の確保が最大の課題になっておりま

す。国など他の機関の協力によりまして、庄内川

から毎秒０．３ｍ３の暫定導水を実現するとともに、

平成１９年からは、木曽川からの堀川への導水

の社会実験も行っております。この木曽川からの

導水量は最大で毎秒０．４ｍ３で、日に換算いた

しますと約３１．０００ｍ３になります。これは名古屋

市民の署名活動を始めとした市民のパワーが実

りまして、行政を動かすことができた成果です。こ

れらの導水の効果もございまして、現在、堀川中

流域まで水質の改善効果がみられております。

かつて物流でつながっていた木曽川と堀川が、

今、水質浄化でつながった水循環を形成してお

ります。この木曽川からの導水実験をきっかけに、

堀川浄化への市民の関心はさらに高まりを示し

ております。 

次に、導水を実現いたしまして、その効果を確

認するための堀川での市民の活動についてお

話しいたします。左上の写真は、平成１３年の庄

内川からの暫定導水時の状況でございまして、

導水時には多くの市民がかけつけました。庄内

川からの暫定導水時の市民の活動が発展した

「堀川１０００人調査隊２０１０」は、木曽川からの

導水効果の水質調査を中心に行っており、当初

は２，２６２人の隊員でスタートしました。左中、左

下の写真は、堀川１０００人調査隊の結成式、年

２回の会議の様子を示したものでございます。隊

員数は、現在７，４００人を超え、大きな盛り上が

りになっております。先日も調査隊の事務局長

に会いましたら、COP１０までには隊員数を３万

人くらいまで増やしたいと言っておられました。

私どももしっかり応援をしていきたいと考えており

ます。この堀川１０００人調査隊の皆さん方には

大変感謝をしている状況でございます。 
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こちらの写真は、堀川１０００人調査隊による水

質調査の様子でございます。堀川浄化の取り組

みは、市民パワーの結晶ともいえるわけでござい

ます。写真は、透視度、あるいはＤＯを計測して

いる市民の調査の様子を示しております。生物

多様性の取り組みにも力が入ってくると思います。

これからも、ＮＰＯの皆さんや市民の皆さんと一

緒に、堀川を再生していきたいと思っております。

こちらは堀川１０００人調査隊が確認した堀川の

生きものです。調査を見ますと、生態系が徐々

に回復しているという印象がうかがえるわけでご

ざいます。水質だけでなく、生物が生息してこそ、

本当の意味で、川で心が癒されるような状況に

なると思っております（図－６）。今後も堀川浄化

に向けて、市民とともに取り組んでまいりたいと

考えております。右下の怪物はホリゴンといいま

して、堀川浄化のマスコットでございます。 

次のこの写真は私ども市の方で調査した魚類

の調査結果です。現在まで３５種の魚類が確認

されています。暫定導水でつながっている庄内

川の魚類が多く見つかっております。最近、上

流部ではオイカワが優先種になるなど、生態系

の回復が見られております。次にこちらは本市が

行いました鳥類調査結果の一部でございます。

現在、コサギやカワセミなど３９種が確認できて 

 

 

堀川１０００人調査隊による調査結果堀川１０００人調査隊による調査結果

セキレイ、イソヒ
ヨドリ、カワセミ、
カモ、サギ、チド
リ、シギなど

キジバト、ハト、
ヒヨドリ、ムクドリ、
シジュウカラ、メジ
ロ、ウグイスなど

カモ、カモメ、カ
ワウ、サギなど

スッポン、ミ
シシッピアカ
ミミガメなど アメリカ

ザリガニ、
モクズガ
ニなど

ヨシ

材木の筏

ハクセキレ
イ、イソヒヨ
ドリなど

オイカワ、モロ
コ、コイ、フナ、
ナマズ、カダヤ
シ、オオクチバ
ス、カムルチー、
ボラ、ハゼなど

ヨシや水草のある
ところには、イトトン
ボ、カワトンボなど
のトンボの仲間、魚、
鳥、カメなど、色々
な生き物がたくさん
いました。

（資料） 堀川１０００人調査隊2010「第３回調査隊会議」報告資料  

図－６ 

おります。とくに冬場には、何種類かのカモが堀

川で羽を休めているという状況が観測できます。 

次に植生の浄化について簡単にご説明いた

します。これは上流部における川の護岸の横に

葦を植えまして、葦による植生浄化を行っている

写真でございます（図－７）。近くに神社がござい

まして、この葦は茂ってまいりましたら、その神社

の茅（ち）の輪くぐりに使ったらどうだとの提案が

ございまして、早速これを刈り込みまして、茅の

輪くぐりに活用した写真でございます（図－８）。

また、右下の写真のように、これは筏に植えた葦

なのですが、東海道で有名な宮の渡し近辺で、

ＮＰＯの方々がこれを試験しているところでござ

います。 

 

 

葦の植生（北区金城橋上流）  

図－７ 

 

茅の輪くぐりにも活用（多奈波太神社）
 

図－８ 
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堀川の浄化を進め、水環境を改善し、魚など

の生きものを見て、市民の心が癒される川を目

指したいと考えております。これは堀川の上流部

でございますが、自然観察会が盛んに行われて

いる状況でございます（図－９）。左の写真は、

最上流約２．５ｋｍの最も自然に親しめるところで

ございますが、子どもたちが活き活きとしている

わけでございます。もちろん、大人も水のなかに

入れば子どもと同じで、遊びに熱中するはずで

ございます。 

また、右の写真は、少し切り立った護岸でござ

いますけれども、子どもたちや近所の方々が、自

発的に護岸部に花植えをしているところの写真

でございます。川へ来てもらいまして、川を楽し

んでもらえば、みんな仲間として同じ気持ちにな

れると思います。 

話題を水から緑の方に変えていきたいと思い

ます。生態系の保全には、緑の保全再生も大切

だと思っております。左の写真は、昭和２２年の

頃の名古屋でございまして、緑で塗ってあるとこ

ろが緑で覆われたところでした。次に右の方を見

ていただきますと、これが現在の名古屋の緑被

の様子を示しています（図－１０）。名古屋は、公

園や街路樹の整備を通じて、緑の確保に努めて

まいりましたが、残念ながら緑の減少に歯止めを 

 

 

自然の再生自然の再生自然の再生

自然観察会

北清水親水広場  

図－９ 

かけることはできないという現状でございます。 

平成２年から１７年までの１５年間で、およそ市

域の５％、１，６４９ｈａの緑が失われてしまいまし

た。緑被率で申しますと、平成２年は約３０％で

ございましたが、平成１７年度には緑被率２５％

になってしまいました。このうち、約８割が農地や

樹林地の宅地化による減少になっております。

名古屋では緑被率をこれ以上減らさないために、

市域の３分の２を占める民有地の緑化を推進す

る必要があると考えております。 

今後、名古屋の緑を守り増やすために、この

度、緑化地域制度を全国に先駆けて導入するこ

とになりました。一定面積以上の敷地で建物を

建てるときには、緑化をしなければいけないとい 

は 

 

緑被率の低下緑被率の低下

昭和22年緑被地現況図 平成17年緑被地現況図

 

図－１０ 

 

市街化区域全域を緑化地域に指定(市域の約93％)

緑化地域指定区域図と緑化率緑化地域指定区域図と緑化率

 

図－１１ 
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う緑化義務を課する制度です。できるだけ多くの

方の参画を得て、緑のまちづくりを進める必要が

あると考え、市街化区域全域をこの緑化地域に

指定することといたしました（図－１１）。この１０月

３１日から施行を開始いたしましたが、試算では

毎年３５ｈａ以上の緑地が創出されるものと考え

ております。 

次に、名古屋には東山の森というものがござ

います。そのなかに動植物園がございます。名

古屋の中心地から比較的近いところにあります

が、全体の面積が４１０ｈａございます。市民と行

政、学識経験者が議論を重ねまして、平成１５年

に「なごや東山の森基本構想」を策定しました

（図－１２）。「人と自然の生命(いのち)輝く東山

の森づくり」という基本理念のもと、図の上から、

「へいわの森」、「くらしの森」、「ふれあいの森」、

ちょうどここに動植物園がございますが、「いのち

の森」、「うるおいの森」の５つのブロックに分けて、

森づくりに取り組んでおります。 

かつては、名古屋にも里山と呼べる、多様な

生き物の生息空間が、東部丘陵地に存在してい

ました。地域住民の生活にとって、里山から採れ

る生物資源は非常に有用でございました。また、

谷地では地形を生かして田畑が作られていまし

た。しかし、人々の生活の変化に伴いまして、里

の 
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図－１２ 

山は置き去りにされ、消失してしまったわけでご

ざいます。そして、その結果、多くの動植物がす

みかを失い、里山とともにあった暮らしの知恵や

技術も忘れ去られてしまったわけでございます。 

「東山の森」のうち、約６０ｈａの「くらしの森」は、

尾根と谷からなる起伏に富んだ地形に、自然が

まとまったかたちで残されておりますので、里山

的な景観を残したところをモデル的な里山として

残していきたいと思っております（図－１３）。これ

によりまして、里山の生活文化や身近な自然と

の関わりを体験、体感していただき、人々の自然

環境に対する意識が向上することを目指してお

ります。 

これは動植物園の再生プランを表示したもの

であります。動植物園の役割にも移り変わりがご

ざいます。今、「環境」と「大交流」、その二つをキ

ーワードに、動植物園の再生を行っていきたいと

いうことで、平成２８年度までの約１０年間で再生

をしていくというのを表した図でございます。 

先ほどから、市民との協働ということを多く述

べさせてもらっています。 ＣＯ Ｐ １ ０では

「SATOYAMA」をキーワードとした、人と生物の

共生を提案していきたいと考えております。名古

屋市の東部丘陵におきましても、市民参加で里

山の再生や維持管理に取り組んでいるところ

で、 

 

■東山「くらしの森」里山再生・保全

人と自然の生命輝く東山の森づくり

くらしの森・里山再生

 

図－１３ 
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でございます。地形や植生、湧水などを活用し

て、谷筋にため池や小川、田んぼ、畑などを整

備いたしまして、背景となる森の手入れをするこ

とにより、メダカが泳ぎ、虫の音や鳥のさえずりが

聞こえる里山としていきたいと考えております。 

この他、「ため池の生物棲息調査」も行ってい

ます。これは掻い掘りをいたしまして、なかの動

植物調査をし、外来種を排除している取り組み

の写真でございます。それからこの写真は、実は

２０００年から実施をしている取り組みで、名古屋

の西の端の公園で、多くの市民の手で長い期間

をかけても立派な森をつくっていこうという植樹

の様子でございます。市民、企業など、１６，３００

人の参加によりまして、３６，０００本の木を植えて

いるところでございます。これは現在では、立派

なこんもりとした森になっております。 

最後になりましたが、実は、平成１２年の早春

に、シャチが堀川に訪れることになりました。この

ように徐々に生態系も回復しつつあります。シャ

チがくるなどというのは夢のような状況でした。パ

リのセーヌ川、ロンドンのテムズ川もそうですが、

都市を象徴する川が世界中にあるわけでござい

ます。今日、カールスルーエのお話やデンマー

クでの取り組みの報告でもありましたが、市民と

の協働によりまして、子どもたちの歓声が響く堀

川へ再生することで、堀川を名古屋が目指す

「環境首都」のシンボルにできればと考えており

ます。 

ご清聴ありがとうございました。 
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財団法人日本生態系協会は、国内外の情報を広く集め、自然と共存する豊かなくにづくり、まちづくりを

進めるシンクタンクです。アメリカとドイツに事務所をおき、世界各国の行政や研究機関、ＮＧＯなどと情報の交

換をしながら、持続可能な社会のあり方について、日本国内の市民や議会、行政、企業などへ、幅広い働きか

けを行っています。また、自然や伝統文化など、各地の魅力に関する調査研究や、それを活かした地域づくり

の提案、各種法制度に自然との共存という視点を加えるための提言などの活動を展開しています。そのほか、

シンポジウムやセミナーなどの開催、ビオトープ管理士・子ども環境管理士資格の認定、書籍の企画、編集な

ど、さまざまな普及啓発活動、技術や情報の提供を行っています。『美しいくにをつくる新知識－持続可能なま

ちづくりハンドブック』（ぎょうせい）、『環境アセスメントはヘップ（ＨＥＰ）でいきる』（ぎょうせい）などの書籍の出

版のほか、会報『エコシステム』を隔月で発行しています。 
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